
平成２９年度業務実績等報告書

独立行政法人家畜改良センター



業務実績 自己評価
第３　国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する事
項
〈以下略〉

第２　国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべ
き措置
〈以下略〉

第１　国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべ
き措置
〈以下略〉

指標＝「中項目の項目数
×２」(満点)に対する「各
中項目の点数の合計値」
（合計点）の比率
　各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

　Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
○家畜の視点での基盤強化
のための家畜改良及び飼養
管理の改善
2/2(B)
○畜産物の需給の変化に応
じた優良な種畜・種きん等
の生産・供給等
2/2(B)
○飼料の視点での基盤強化
のための飼料作物の種苗の
生産・供給
2/2(B)
○国内開発品種の利用拡大
に向けた飼料作物の種苗の
検査　　　　　　　2/2(B)
○調査・研究及び講習・指
導　　　　　　　　2/2(B)
○家畜改良増殖法等に基づ
く検査
2/2(B)
○牛トレーサビリティ法に
基づく事務等
2/2(B)
○その他センターの人材・
資源を活用した外部支援
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１６Ｐ
(中項目８×２Ｐ)
合計：１６Ｐ
１６Ｐ／１６Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

１　家畜の視点での基盤強
化のための家畜改良及び飼
養管理の改善等
〈以下略〉

１　家畜の視点での基盤強
化のための家畜改良及び飼
養管理の改善等
〈以下略〉

１　家畜の視点での基盤強
化のための家畜改良及び飼
養管理の改善等
〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率
　各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

　Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇ 全 国 的 な 改 良 の 推 進

2/2(B)
◇遺伝的能力評価の実施

2/2(B)
◇ 種 畜 検 査 の 実 施

2/2(B)
◇飼養管理の改善等への取
組

2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(小項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１．０
（１０／１０）

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価

                                               独立行政法人家畜改良センターの平成２９年度に係る業務の実績に関する評価項目別調書

（１）全国的な改良の推進
　改良増殖に係る目標が示
されている乳用牛、肉用
牛、豚、鶏、馬及びめん山
羊について、全国的な改良
を効率的に推進するため、
各畜種について、都道府
県、関係団体、生産者等と
の意見・情報交換等を行う
全国的な改良に関する会議
を毎年度、開催する。その
際、中立・公平な立場から
全国的な規模で行う家畜の
遺伝的能力評価結果等も踏
まえ、積極的に指導的役割
を果たす。また、我が国に
おける家畜等の改良の方向
性に沿ったセンターの業務
について意見・情報交換を
行い、センターでは、都道
府県や民間では技術面やコ
スト面から取り組むことが
難しい新技術を活用した優
良な種畜・種きん等の生産
を担うなど、都道府県、関
係団体等との役割分担を図
りつつ連携し、効率的な家
畜等の改良を推進する。併
せて、ｅメールなどの活用
により事前に会議の論点の
明確化を図ることなどによ
り、会議の効率的な運営を
工夫する。

〈主要な業務実績〉
　乳用牛について、全国的
な改良を効率的に推進する
ため、都道府県、関係団
体、生産者等との意見・情
報交換等を行う全国的な改
良に関する会議を３回開催
した。その際、候補種雄牛
を確保するためのガイドラ
イン等後代検定事業の実施
に係る事項について、セン
ターが作成した原案を基に
検討を行い、了承を得るな
ど、積極的に指導的役割を
果たした。また、我が国に
おける家畜等の改良の方向
性に沿ったセンターの業務
について、都道府県、関係
団体、生産者等との意見・
情報交換を行い、センター
では、新技術を活用した優
良な種畜等の生産を担うな
ど、都道府県、関係団体等
の役割分担を図りつつ連携
し、効率的な家畜等の改良
を推進した。
  併せて、ｅメールなどの
活用により事前に会議の論
点の明確化を図るなど、会
議の効率的な運営を工夫し
た。
　加えて、関係団体等が開
催する各種会議に積極的に
参画し、計画どおり実施し
た。

（１）全国的な改良の推進
　改良増殖に係る目標が示
されている乳用牛、肉用
牛、豚、鶏、馬及びめん山
羊の各畜種について、全国
的な改良を効率的に推進す
るため、都道府県、関係団
体、生産者等との意見・情
報交換等を行う全国的な改
良に関する会議を１回以上
開催する。その際、中立・
公平な立場から全国的な規
模で行う家畜の遺伝的能力
評価結果等も踏まえ、積極
的に指導的役割を果たす。
　また、我が国における家
畜等の改良の方向性に沿っ
たセンターの業務について
意見・情報交換を行い、セ
ンターでは、都道府県や民
間では技術面やコスト面か
ら取り組むことが難しい新
技術を活用した優良な種
畜・種きん等の生産を担う
など、都道府県、関係団体
等との役割分担を図りつつ
連携し、効率的な家畜等の
改良を推進する。
　併せて、ｅメールなどの
活用により事前に会議の論
点の明確化を図ることなど
により、会議の効率的な運
営を工夫する。
　加えて、関係団体等が開
催する各畜種に関する各種
会議に積極的に参画する。
　なお、肉用牛において
は、全国的な改良に関する
会議の検討結果を踏まえ、
広域的な後代検定により選
定された種雄牛について、
都道府県間の利用を推進す
るため、精液配布計画の作
成等を行う。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
　計画どおり全国的な
改良に関する会議を各
畜種１回以上開催し
た。
乳用牛　　３回
肉用牛　　８回
豚　　　　１回
鶏　　　　３回
馬　　　　３回
めん山羊　２回

（１）全国的な改良の推進
　家畜改良増殖目標が示さ
れている乳用牛、肉用牛、
豚、鶏、馬及びめん山羊に
ついて、全国的な家畜の改
良を推進するため、都道府
県、関係団体、生産者等と
の意見・情報交換において
積極的に指導的役割を果た
すとともに、都道府県、関
係団体等との役割分担を図
りつつ連携し、効率的な改
良の推進に努める。このた
め、各畜種について、全国
的な改良に関する会議を毎
年度、開催する。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

　豚について、全国的な改
良を効率的に推進するた
め、都道府県、関係団体、
生産者等との意見・情報交
換等を行う全国的な改良に
関する会議を１回開催し
た。その際、センターが実
施している遺伝的能力評価
等について課題を提案し検
討を行うなど、積極的に指
導的役割を果たした。ま
た、我が国における家畜等
の改良の方向性に沿ったセ
ンターの業務について、都
道府県、関係団体、生産者
等との意見・情報交換を行
い、センターでは、新技術
を活用した優良な種豚等の
生産を担うなど、都道府
県、関係団体等との役割分
担を図りつつ連携し、効率
的な家畜等の改良を推進し
た。併せて、ｅメールなど
の活用により事前に会議の
論点の明確化を図るなど、
会議の効率的な運営を工夫
した。
　加えて、関係団体等が開
催する各種会議に積極的に
参画し、計画どおり実施し
た。

　肉用牛について、全国的
な改良を効率的に推進する
ため、都道府県、関係団
体、生産者等との意見・情
報交換等を行う全国的な改
良に関する会議を８回開催
した。その際、センターが
実施する遺伝的能力評価や
広域的能力評価結果等につ
いて説明、検討を行うな
ど、積極的に指導的役割を
果たした。また、我が国に
おける家畜等の改良の方向
性に沿ったセンターの業務
について、都道府県、関係
団体、生産者等との意見・
情報交換を行い、センター
では、新技術を活用した優
良な種畜等の生産を担うな
ど、都道府県、関係団体等
の役割分担を図りつつ連携
し、効率的な家畜等の改良
を推進した。
　併せて、ｅメールなどの
活用により事前に会議の論
点の明確化を図るなど、会
議の効率的な運営を工夫し
た。
　加えて、関係団体等が開
催する肉用牛に関する各種
会議に積極的に参画した。

　鶏について、全国的な改
良を効率的に推進するた
め、都道府県、関係団体、
生産者等との意見・情報交
換等を行う全国的な改良に
関する会議を３回開催し
た。その際、事例報告やパ
ネルディスカッションを実
施するなど、積極的に指導
的役割を果たした。また、
我が国における家畜等の改
良の方向性に沿ったセン
ターの業務について、都道
府県、関係団体、生産者等
との意見・情報交換を行
い、センターでは、新技術
を活用した優良な種きん等
の生産を担うなど、都道府
県、関係団体等との役割分
担を図りつつ連携し、効率
的な家畜等の改良を推進し
た。
　併せて、ｅメールなどの
活用により事前に会議の論
点の明確化を図るなど、会
議の効率的な運営を工夫し
た。
　加えて、関係団体等が開
催する各種会議に積極的に
参画し、計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

　馬について、全国的な改
良を効率的に推進するた
め、都道府県、関係団体、
生産者等との意見・情報交
換等を行う全国的な改良に
関する会議を３回開催し
た。その際、センターが行
う種畜の作出、供給体制等
について提示、検討するな
ど、積極的に指導的役割を
果たした。また、我が国に
おける家畜等の改良の方向
性に沿ったセンターの業務
について、都道府県、関係
団体、生産者等との意見・
情報交換を行い、センター
では、新技術を活用した優
良な種畜等の生産を担うな
ど、都道府県、関係団体等
との役割分担を図りつつ連
携し、効率的な家畜等の改
良を推進した。
　併せて、ｅメール等の活
用により事前に会議の論点
の明確化を図るなど、会議
の効率的な運営を工夫し
た。
　加えて、関係団体等が開
催する馬に関する各種会議
に積極的に参画し、計画ど
おり実施した。

　めん山羊について、全国
的な改良を効率的に推進す
るため、都道府県、関係団
体、生産者等との意見・情
報交換等を行う全国的な改
良に関する会議を２回開催
した。その際、種畜供給体
制の構築や振興対策につい
て提案するなど、積極的に
指導的役割を果たした。ま
た、我が国における家畜等
の改良の方向性に沿ったセ
ンターの業務について、都
道府県、関係団体、生産者
等との意見・情報交換を行
い、センターでは、新技術
を活用した優良な種畜の生
産を担うなど、都道府県、
関係団体等との役割分担を
図りつつ連携し、効率的な
家畜等の改良を推進した。
　併せて、ｅメールなどの
活用により事前に会議の論
点の明確化を図るなど、会
議の効率的な運営を工夫し
た。
　加えて、関係団体等が開
催する各種会議に積極的に
参画し、計画どおり実施し
た。

（２）遺伝的能力評価の実
施
　家畜改良増殖目標におい
ては、センターが実施する
遺伝的能力評価に基づく総
合指数を重視した乳用牛改
良の推進やゲノミック評価
を用いた効率的な種畜の作
出のためのモデル的な取組
の推進が述べられている。
このため、センターは、乳
用牛、肉用牛及び豚につい
て、中立・公平な立場から
全国的な家畜の改良増殖を
効率的に進めるため、関係
機関と連携して泌乳形質、
産肉形質等の必要なデータ
を収集して遺伝的能力評価
を行うとともに、その結果
や遺伝的趨勢を公表する。
　また、より精度の高い遺
伝的能力評価を行うため、
一塩基多型（以下「ＳＮ
Ｐ」という。）情報を活用
した解析を進めるなど、必
要に応じて評価手法の改善
等に取り組む。
〈以下略〉

（２）遺伝的能力評価の実
施

乳用牛、肉用牛及び豚に
ついて、中立・公平な立場
から全国的な家畜の改良増
殖を効率的に進めるため、
関係機関と連携し、次の取
組を行う。
〈以下略〉

（２）遺伝的能力評価の実
施
〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数×
２」（満点）に対する「各
細項目の点数の合計値」
（合計点）の比率

各細項目の評価点数の区
分は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、Ａ評価：
３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評
価：１点、Ｄ評価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合計
点
Ｂ：満点×８/１０≦合計点

＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／１
０

□ 遺 伝 的 能 力 評 価 の 実 施
2/2(B)
□遺伝的能力評価手法の改善

2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
満点：４Ｐ
（細項目２×２Ｐ）
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ=１．０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

ア　遺伝的能力評価の実施
〈以下略〉

ア　遺伝的能力評価の実施
〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×４」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△乳用牛の遺伝的能力評価
の実施
2/2(B)
△ホルスタイン種のゲノ
ミック評価の実施
2/2(B)
△肉用牛の遺伝的能力評価
の実施
2/2(B)
△バークシャー種等の遺伝
的能力評価の実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(微項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１．０
（１０／１０）

　乳用牛（ホルスタイン
種及びジャージー種）の
泌乳形質、肉用牛（黒毛
和種、褐毛和種（高知
系・熊本系）及び日本短
角種）及び豚（バーク
シャー種、ランドレース
種、大ヨークシャー種及
びデュロック種）の産肉
形質等の必要なデータを
収集して遺伝的能力評価
を行うとともに、その結
果や遺伝的趨勢を各畜種
についてそれぞれ年４回
以上公表する。なお、肉
用牛における遺伝的能力
評価結果等の公表は、平
成29年度から行う。
　また、ホルスタイン種
の検定済種雄牛及び経産
牛のゲノミック評価につ
いて、評価手法の改善を
行い、平成32年度末まで
に開始する。

（ア）乳用牛の遺伝的能
力評価の実施

ホルスタイン種の泌乳
形質等について経産牛を
除いては、ゲノミック評
価を含む遺伝的能力評価
を行うとともに、ジャー
ジー種の泌乳形質等につ
いて雌牛の遺伝的能力評
価を行い、その結果や遺
伝的趨勢をそれぞれ年２
回以上公表する。また、
ホルスタイン種の国際能
力評価機関から得られた
年３回の海外種雄牛の泌
乳形質等の遺伝的能力評
価に関する情報を公表す
る。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種の泌乳形

質等について、ゲノミック
評価を含む遺伝的能力評価
を国内種雄牛について年２
回、経産牛を含む雌牛につ
いて年３回、計年５回行
い、その評価結果や遺伝的
趨勢を公表するとともに、
ジャージー種の泌乳形質等
について雌牛の遺伝的能力
評価を年２回行い、その結
果や遺伝的趨勢を公表し
た。また、ホルスタイン種
の国際能力評価機関から得
られた海外種雄牛の泌乳形
質等の遺伝的能力評価に関
する情報を年３回公表し
た。

乳用牛（ホルスタイン
種及びジャージー種）の
泌乳形質、肉用牛（黒毛
和種、褐毛和種（ 高知
系・熊本系）及び日本短
角種）及び豚（バ ーク
シャー種、ランドレース
種、大ヨークシャー種及
びデュロック種）の産肉
形質等の必要なデータを
収集して遺伝的能力評価
を行うとともに、その結
果や遺伝的趨勢を各畜種
についてそれぞれ年４回
以上公表する。なお、肉
用牛における遺伝的能力
評価結果等の公表は、平
成29年度から行う。

また、ホルスタイン種
の検定済種雄牛及び経産
牛のゲノミック評価につ
いて、評価手法の改善を
行い、平成32年度末まで
に開始する。

（イ）ホルスタイン種の
ゲノミック評価の実施

ＳＮＰ情報を持つホル
スタイン種の経産牛のゲ
ノミック評価について、
評価の試行、検関係者と
の調整等を行い、ゲノ
ミック評価を実施し、そ
の結果や遺伝的趨勢を公
表する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ＳＮＰ情報を持つホルス

タイン種の経産牛のゲノ
ミック評価について、評価
の試行、関係者との調整を
行い、ゲノミック評価を実
施し、その結果や遺伝的趨
勢を年３回公表した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①ホルスタイン種の泌
乳形質等について、国
内種雄牛のゲノミック
評価を含む遺伝的能力
評価を行い、平成２９
年８月２２日及び３０
年２月２７日にその評
価結果や遺伝的趨勢を
公表した。また、経産
牛を含む雌牛について
ゲノミック評価を含む
遺伝的能力評価を行
い、２９年８月２２
日、１２月１９日及び
３０年２月２７日にそ
の評価結果や遺伝的趨
勢を公表した。
②ジャージー種の泌乳
形質について、雌牛の
遺伝的能力評価を行
い、２９年９月２７日
及び３０年３月１５日
にその結果や遺伝的趨
勢を公表した。
③ホルスタイン種の国
際能力評価機関から得
られた海外種雄牛の泌
乳形質等の遺伝的能力
評価に関する情報を２
９年４月４日、８月８
日及び１２月５日に公
表した。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

乳用牛（ホルスタイン
種及びジャージー種）の
泌乳形質、肉用牛（黒毛
和種、褐毛和種（ 高知
系・熊本系）及び日本短
角種）及び豚（バ ーク
シャー種、ランドレース
種、大ヨークシャー種及
びデュロック種）の産肉
形質等の必要なデータを
収集して遺伝的能力評価
を行うとともに、その結
果や遺伝的趨勢を各畜種
についてそれぞれ年４回
以上公表する。なお、肉
用牛における遺伝的能力
評価結果等の公表は、平
成29年度から行う。

また、ホルスタイン種
の検定済種雄牛及び経産
牛のゲノミック評価につ
いて、評価手法の改善を
行い、平成32年度末まで
に開始する。

（ウ）肉用牛の遺伝的能
力評価の実施

黒 毛和種、褐毛 和種
（高知系・熊本系）及び
日本短角種の産肉形質等
について遺伝的能力評価
を行い、その結果や遺伝
的趨勢を品質ごとに年１
回公表する。また、肉用
牛枝肉情報全国データ
ベースを用いて収集した
枝肉情報を分析し、改良
の基礎情報として関係機
関に提供する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得ら
れた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種、褐毛和種（高

知系・熊本系）及び日本短
角種の産肉形質について遺
伝的能力評価を行い、その
結果や遺伝的趨勢を品種ご
とに年１回公表した。

また、肉用牛枝肉情報全
国データベースを用いて収
集した枝肉情報を分析し、
改良の基礎情報として、延
べ１，５４２，１１３頭分
を関係機関に提供した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

乳用牛（ホルスタイン
種及びジャージー種）の
泌乳形質、肉用牛（黒毛
和種、褐毛和種（ 高知
系・熊本系）及び日本短
角種）及び豚（バ ーク
シャー種、ランドレース
種、大ヨークシャー種及
びデュロック種）の産肉
形質等の必要なデータを
収集して遺伝的能力評価
を行うとともに、その結
果や遺伝的趨勢を各畜種
についてそれぞれ年４回
以上公表する。なお、肉
用牛における遺伝的能力
評価結果等の公表は、平
成29年度から行う。

また、ホルスタイン種
の検定済種雄牛及び経産
牛のゲノミック評価につ
いて、評価手法の改善を
行い、平成32年度末まで
に開始する。

（エ）バークシャー種等
の遺伝的能力評価の実施

バークシャー種、ラン
ドレース種、大ヨーク
シャー種及びデュロック
種の産肉形質等について
遺伝的能力評価を行い、
その結果や遺伝的趨勢を
年４回公表する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
バークシャー種、ランド

レース種、大ヨークシャー
種及びデュロック種の産肉
形質等について遺伝的能力
評価を行い、その結果や遺
伝的趨勢を年４回公表し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ 遺伝的能力評価手法
の改善
〈以下略〉

イ 遺伝的能力手法の改
善
〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△乳用牛の遺伝的能力評価
手法の改善
2/2(B)
△肉用牛の遺伝的能力評価
手法の改善
2/2(B)
△豚の遺伝的能力評価手法
の改善
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

　乳用牛、肉用牛及び豚
について、より精度の高
い遺伝的能力評価を行う
ため、学識経験者等との
意見・情報交換を行いつ
つ、一塩基多型（以下
「ＳＮＰ」という。）情
報を活用した解析を進め
るなど、必要に応じて評
価手法の改善等に取り組
む。

（ア）乳用牛の遺伝的能
力評価手法の改善

乳用牛について、より
精度の高い遺伝的能力評
価を行うため、遺伝的能
力評価技術に関する検討
会を開催するなどにより
学識経験者等との意見･情
報交換を行いつつ、遺伝
的能力評価手法及び経産
牛のゲノミック評価の公
表に向けた手法の改善に
取り組む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
乳用牛について、より精

度の高い遺伝的能力評価を
行うため、遺伝的能力評価
技術に関する検討会を開催
するなどにより学識経験者
等との意見・情報交換を行
いつつ、遺伝的能力評価手
法及び経産牛のゲノミック
評価の公表に向けた手法の
改善に取り組み、その結果
を踏まえて経産牛のゲノ
ミック評価結果を公表し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

　乳用牛、肉用牛及び豚
について、より精度の高
い遺伝的能力評価を行う
ため、学識経験者等との
意見・情報交換を行いつ
つ、一塩基多型（以下
「ＳＮＰ」という。）情
報を活用した解析を進め
るなど、必要に応じて評
価手法の改善等に取り組
む。

（イ）肉用牛の遺伝的能
力評価手法の改善

肉用牛について、より
精度の高い遺伝的能力評
価を行うため、遺伝的能
力評価技術に関する検討
会を開催するなどにより
学識経験者等との意見･情
報交換を行いつつ、遺伝
的能力評価手法の改善等
に取り組むほか、繁殖性
等に対する新たな評価手
法について検討する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
肉用牛について、より精

度の高い遺伝的能力評価を
行うため、遺伝的能力評価
技術に関する検討会を開催
するなどにより学識経験者
等との意見・情報交換を行
いつつ、遺伝的能力評価手
法の改善等に取り組んだほ
か、繁殖性等に対する新た
な評価手法として分娩難易
の遺伝的能力評価モデルに
ついて検討し、計画どおり
実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

　乳用牛、肉用牛及び豚
について、より精度の高
い遺伝的能力評価を行う
ため、学識経験者等との
意見・情報交換を行いつ
つ、一塩基多型（以下
「ＳＮＰ」という。）情
報を活用した解析を進め
るなど、必要に応じて評
価手法の改善等に取り組
む。

（ウ）豚の遺伝的能力評
価手法の改善

豚について、より精度
の高い遺伝的能力評価を
行うため、遺伝的能力評
価技術に関する検討会を
開催するなどにより学識
経験者等との意見・情報
交換を行いつつ、優良な
改良素材を効率的かつ効
果的に利用することがで
きる改良体制の構築の推
進に対応した遺伝的能力
評価手法の改善に取り組
む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
豚について、より精度の

高い遺伝的能力評価を行う
ため、遺伝的能力評価技術
に関する検討会を開催する
などにより学識経験者等と
の意見・情報交換を行いつ
つ、優良な改良素材を効率
的かつ効果的に利用するこ
とができる改良体制の構築
の推進に対応した遺伝的能
力評価の改善に取り組み、
繁殖形質及び産肉形質の評
価結果を公表するととも
に、評価値を（一社）日本
養豚協会を通じて国産純粋
豚改良協議会会員に提供し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（３）種畜検査の実施
種畜の交配に伴う疾病

のまん延防止及び優良な
種畜の利用による我が国
の家畜の改良増殖を効果
的に推進するため、セン
ターは、都道府県等と連
携しつつ、所有す る技
術・人材等を活用して毎
年度、種畜検査を的確に
実施する。

（３）種畜検査の実施
種畜の交配に伴う疾病

のまん延防止及び優良な
種畜の利用による我が国
の家畜の改良増殖を効果
的に推進するため、都道
府県等と連携しつつ、所
有する技術・人材等を活
用して毎年度種畜検査を
実施する。また、種畜検
査員を100名以上確保する
こととし、種畜検査員の
確保のための職員に対す
る講習を毎年度、１回以
上実施するとともに、種
畜検査員からの照会にセ
ンター本所が速やかに対
応することなどにより、
種畜検査を的確に実施す
る。
〈以下略〉

（３）種畜検査の実施
　　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数×
２」（満点）に対する「各
細項目の点数の合計値」
（合計点）の比率

各細項目の評価点数の区
分は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、Ａ評価：
３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評
価：１点、Ｄ評価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合計
点
Ｂ：満点×８/１０≦合計点

＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／１
０

□種畜検査の実施
2/2(B)
□種畜検査員の確保
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：満点；４Ｐ
（細項目２×２Ｐ）
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

ア　種畜検査の実施
種畜の交配に伴う疾病

のまん延防止及び優良な
種畜の利用による我が国
の家畜の改良増殖を効果
的に推進するため、都道
府県等と連携しつつ、所
有する技術・人材等を活
用して、申請のあった種
畜検査を的確に実施す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
都道府県等と連携しつ

つ、所有する技術・人材等
を活用して、申請のあった
５，５２０頭について、家
畜改良増殖法に基づく種畜
検査を実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　種畜検査員の確保
種畜検査を的確に実施す

るため、種畜検査員を100
名以上確保することとし、
種畜検査員の確保のための
職員に対する講習を１回以
上実施するとともに、種畜
検査員から照会があった場
合には、センター本所が速
やかに対応する。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
種畜検査員を１３２名確

保し、種畜検査員として任
命することが見込まれる職
員に対し種畜検査員養成の
ための研修会を１回実施し
た。また、種畜検査員から
照会があった場合には、セ
ンター本所が速やかに対応
し、計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・種畜検査員を１３２
名確保し、種畜検査員
として任命することが
見込まれる職員に対し
種畜検査員養成のため
の研修会を１回実施し
た。

（４）飼養管理の改善等
への取組

和牛の生産拡大や生乳
供給力の向上等に基づく
「強み」のある畜産物生
産のためには、「農場」
において、改良によって
得られる優良な家畜の能
力を十分発揮させること
が必要である。こ のた
め、センターは、国内に
おける家畜の飼養管理の
改善と畜産の発展に寄与
するため、家畜の快適性
にも配慮しつつ、これま
でに培われた家畜の飼養
管理や家畜防疫・衛生管
理に係る技術、知見等に
ついて、積極的に情報提
供等を行うものとする。

（４）飼養管理の改善等
への取組

国内における家畜の飼
養管理の改善と畜産の発
展に寄与するとともに、
畜産における主要な政策
課題に対応するため、家
畜の快適性にも配慮しつ
つ、これまでに培われた
家畜の飼養管理や家畜防
疫・衛生管理に係 る技
術、知見等について、積
極的に情報提供等を行う
ことを目的として、次の
取組を行う。

（４）飼養管理の改善等
への取組
〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数×
２」（満点）に対する「各
細項目の点数の合計値」
（合計点）の比率

各細項目の評価点数の区
分は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、Ａ評価：
３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評
価：１点、Ｄ評価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合計
点
Ｂ：満点×８/１０≦合計点

＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／１
０

□肉用牛繁殖雌牛の増頭対策
の支援
2/2(B)
□生乳生産基盤強化対策の支
援
2/2(B)
□家畜防疫の強化及び衛生管
理の改善等への取組
2/2(B)
□その他
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
満点；８Ｐ
（細項目４×２Ｐ）
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
（１０／１０）

ア 肉用牛繁殖雌牛の増
減対策の支援

肉用牛繁殖雌牛の増頭
対策を支援するため、１
年１産を可能とする適正
な栄養管理に関する技術
の普及に努めるこ とと
し、代謝プロファイルに
関する技術を用いた繁殖
雌牛の飼養管理に関する
講習会の開催等を行う。
また、生産コストの低減
や飼料自給率の向上に資
する放牧技術の普及に努
めることとし、放牧を活
用した繁殖雌牛の飼養管
理に関する講習会の開催
等を行う。
〈以下略〉

ア 肉用牛繁殖雌牛の増
減対策の支援

肉用牛繁殖雌牛の増頭
対策を支援するため、鳥
取牧場が作成した「多頭
飼養における黒毛和種繁
殖雌牛生産性向上のため
の代謝プロファイルテス
トを用いた飼養管 理マ
ニュアル」に基づく１年
１産を可能とする繁殖雌
牛の適正な飼養・栄養管
理、肉用牛の受胎率向上
に資する牛超音波画像診
断技術及び生産コスト低
減と飼料自給率の向上に
資する放牧を活用した繁
殖雌牛の飼養管理に関す
る講習会等を毎年度、２
回程度開催する。

なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握す るこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。
〈以下略〉

ア 肉用牛繁殖雌牛の増
頭対策の支援
〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×2点」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△代謝プロファイルテスト
に関する講習会の実施
2/2(B)
△代謝プロファイルテスト
に関する普及体制の整備
2/2(B)
△肉用牛超音波画像診断技
術に関する講習会等の実施
2/2(B)
△放牧を活用した繁殖雄牛
の管理に関する講習会等の
実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(微項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
(１０／１０)
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（イ）代謝プロファイル
テストに関する普及体制
の整備
（ア）の取組を強化する
ため、普及用マニュアル
を用いてセンター職員を
対象とした技術研修を実
施する。

なお、技術研修の実施
に当たっては、ネット会
議システムを活用するな
ど、効率的な実施に努め
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
（ア）の取組を強化するた
め、センター内における当
該技術の普及・定着を図る
ことを目的に、センター職
員を対象とした技術研修を
ネット会議システムを活用
して行い、計画どおりに実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）肉用牛超音波画像
診断技術に関する講習会
等の実施

肉用牛の受胎率向上に
資する牛超音波画像診断
技術に関する講習会等に
ついて、技術指導者等を
対象として１回以上開催
する。

なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握するこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
肉用牛の受胎率向上に資

する牛超音波画像診断技術
に関する講習会等につい
て、技術指導者等を対象と
して講習会を３回開催し
た。

なお、講習会の開催に当
たっては、講師と講習内容
や時間配分の調整を行い、
質疑応答の時間を十分設け
るなどしてわかりやすい内
容になるよう努めた結果、
講習会の理解度について
は、参加者４８名全員（１
００％）が「よく理解」又
は「ほぼ理解」と回答し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 妊娠診断や胎子の
性判別等を内容とする
牛超音波画像診断技術
に関する講習会等を３
回開催した。講習会の
開催に当たっては、講
師と講習内容や時間配
分の調整を行い、質疑
応答の時間を十分設け
るなどしてわかりやす
い内容になるよう努め
た。
② なお、講習会の理
解度については、参加
者４８名全員（１０
０％）が「よく理解」
又は「ほぼ理解」と回
答した。
③ 牛超音波画像診断
技術に関する個別研修
を４回受け入れ、計４
名の受講者があった。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①　鳥取牧場が作成し
た「多頭飼養における
黒毛和種繁殖雌牛生産
性向上のための代謝プ
ロファイルテストを用
いた飼養管理マニュア
ル」に基づき、代謝プ
ロファイルに関する技
術を用いた繁殖雌牛の
飼養管理に関する講習
会等について、技術指
導者等を対象として３
回開催した。
②　また、団体等が開
催する講習会等の講師
派遣依頼に対応し、代
謝プロファイルに関す
る講義を９回行った。
③  講習会の開催に当
たっては、事前に講師
とメールや電話等で講
習内容を検討し、質疑
応答の時間を十分設け
るなどしてわかりやす
い内容になるよう努め
た結果、講習会の理解
度については、参加者
８１名のうち７１名
（８８％）が「よく理
解」又は「ほぼ理解」
と回答した。

（ア）代謝プロファイル
テストに関する講習会等
の実施
　平成28年度に鳥取牧場
が作成した普及用マニュ
アルに基づき、代謝プロ
ファイルに関する技術を
用いた繁殖雌牛の飼養管
理に関する講習会等につ
いて、技術指導者等を対
象として１回以上開催す
る。
 なお、講習会の開催に当
たっては、質疑応答等に
より参加者の講習内容の
理解度を把握すること、
実技講習のための教材を
十分準備すること等によ
り、講習内容の理解度の
向上に努め、理解度が
80％以上となるよう取り
組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
　鳥取牧場が作成した「多
頭飼養における黒毛和種繁
殖雌牛生産性向上のための
代謝プロファイルテストを
用いた飼養管理マニュア
ル」に基づき、代謝プロ
ファイルに関する技術を用
いた繁殖雌牛の飼養管理に
関する講習会等を技術指導
者等を対象として３回開催
した。
　また、団体等が開催する
講習会等の講師派遣依頼に
対応した。
　講習会の開催に当たって
は、事前に講師とメールや
電話等で講習内容を検討
し、質疑応答の時間を十分
設けるなどしてわかりやす
い内容になるよう努めた結
果、講習会の理解度につい
ては、参加者８１名のうち
７１名（８８％）が「よく
理解」又は「ほぼ理解」と
回答した。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（エ）放牧を活用した繁
殖雌牛の管理に関する講
習会等の実施

放牧を活用した繁殖雌
牛の飼養管理に関する講
習会等について、技術指
導者等を対象として１回
以上開催する。

なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握するこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
放牧を活用した繁殖雌牛

の飼養管理に関する講習会
等について技術指導者等を
対象として２回開催した。

なお、講習会の理解度に
ついては、講習会の開催に
当たって質疑応答の時間を
十分設ける、実物の電気牧
柵を用いた実習を取り入れ
るなどした結果、アンケー
トへの回答者４０名のうち
３８名（９５％）が「よく
理解」又は「ほぼ理解」と
回答した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 本所において、ＩＣＴ
技術の放牧への活用の課
題、耕作放棄地を活用した
繁殖和牛放牧への取組、
ニュージーランドにおける
放牧を活用した飼養管理を
内容とする講習会を開催し
た。講習会の開催に当たっ
ては、理解を深めるよう質
疑応答の時間を十分に確保
した。
② 宮崎牧場（熊本牧場と
共催）において、高張力線
電気牧柵を用いた放牧の取
組事例や設置方法、バヒア
グラスやトールフェスクの
利用方法に関する講習会を
開催した。開催に当たって
は、実物の電気牧柵を用い
た実習を行い、理解度が深
まるよう考慮した。
③ なお、講習会の理解度
については、受講者４８名
の中でアンケートへの回答
者４０名のうち３８名（９
５％）が「よく理解」又は
「ほぼ理解」と回答した。

イ 生乳生産基盤強化対
策の支援

生乳生産基盤強化対策
を支援するため、農場Ｈ
ＡＣＣＰや乳用牛の受胎
率向上等に関する技術講
習会等を行う。また、労
働負担の軽減を図 るた
め、搾乳ロボット等の省
力化機械を活用した飼養
管理技術に関する情報の
収集及び発信を行う。
〈以下略〉

イ　生乳生産基盤強化対
策の支援
　生乳生産基盤強化対策
を支援するため、農場Ｈ
ＡＣＣＰ認証農場である
岩手牧場における取組を
踏まえた高度な農場管理
技術及び乳用牛の受胎率
向上に資する牛超音波画
像診断技術に関する講習
会等を毎年度、２回程度
開催する。また、労働負
担の軽減を図るため、搾
乳ロボット等の省力化機
械を活用した飼養管理技
術に関する情報を収集
し、高泌乳能力牛におけ
る搾乳ロボットの活用の
際の留意点等の情報発信
を行う。
　なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握するこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。
〈以下略〉

イ 生乳生産基盤強化対
策の支援
　〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△高度な農場管理技術に関
する講習会等の実施
2/2(B)
△乳用牛超音波画像診断技
術に関する講習会等の実施
2/2(B)
△搾乳ロボット等の省力化
機械を活用した飼養管理技
術の情報収集等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）高度な農場管理技
術に関する講習会等の実
施

農場ＨＡＣＣＰ認証農
場である岩手牧場におけ
る取組等を踏まえた高度
な農場管理技術に関する
講習会等について、技術
指導者等を対象として１
回以上開催する。

なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握するこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
農場ＨＡＣＣＰ認証農場

である岩手牧場における取
組等を踏まえた高度な農場
管理技術に関する講習会に
ついて、技術指導者等を対
象として１回開催した。

なお、講義の際には、Ｈ
ＡＣＣＰ農場の審査を担当
している講師から、農場Ｈ
ＡＣＣＰ導入のメリットを
図表等を用いてわかりやす
く説明を行うなどにより、
講習会の理解度について
は、参加者１２名中１１名
が（９２％）が「よく理
解」又は「ほぼ理解」と回
答した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 新冠牧場におい
て、家畜保健衛生所や
畜産関係機関の職員を
対象として、ＨＡＣＣ
Ｐに関する講習会を
行った。
② 講義の際には、Ｈ
ＡＣＣＰ農場の審査を
担当している講師か
ら、農場ＨＡＣＣＰを
活用した農場管理につ
いて、農場ＨＡＣＣＰ
を導入することでより
安全性の高い畜産物生
産への取組や作業の効
率化が図れることを図
表等を用いてわかりや
すく説明を行うなどに
より、講習会の理解度
については、参加者１
２名中１１名が（９
２％）が「よく理解」
又は「ほぼ理解」と回
答した。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（イ）乳用牛超音波画像
診断技術に関する講習会
等の実施

乳用牛の受胎率向上等
に資する牛超音波画像診
断技術に関する講習会等
について、生産者への技
術指導者等を対象とし
て、１回以上開催する。

なお、講習会の開催に
当たっては、質疑応答等
により参加者の講習内容
の理解度を把握するこ
と、実技講習のための教
材を十分準備すること等
により、講習内容の理解
度の向上に努め、理解度
が80％以上となるよう取
り組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
乳用牛の受胎率向上等に

資する牛超音波画像診断技
術に関する講習会につい
て、生産者への技術指導者
等を対象として、１回開催
した。

なお、開催に当たって
は、超音波画像をふんだん
に用い、質疑応答の時間を
十分設けるなどした結果、
講習会の理解度について
は、アンケートへの回答者
１３名全員（１００％）が
「よく理解」又は「ほぼ理
解」と回答した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 新冠牧場におい
て、農業共済の獣医
師、農協職員および生
産者等を対象として、
超音波画像診断装置を
用いた分娩後のフレッ
シュチェック、早期妊
娠診断、胎子性判別等
牛超音波画像診断に関
する講習会を行った。
② 開催に当たって
は、超音波画像をふん
だんに用い、質疑応答
の時間を十分設けるな
どした結果、講習会の
理解度については、参
加者１８名のうちアン
ケートを回収した１３
名全員（１００％）が
「よく理解」又は「ほ
ぼ理解」と回答した。

（ウ）搾乳ロボット等の
省力化機械を活用した飼
養管理技術の情報収集

労働負担の軽減を図る
ため、搾乳ロボット等の
省力化機械を活用した飼
養管理技術に関する情報
を収集し、高泌乳能力牛
における搾乳ロボットの
活用の際の留意点の情報
について、ホームページ
等を通じて発信する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
搾乳ロボット等の省力化

機械を活用した飼養管理技
術に関する情報収集を行う
とともに、搾乳ロボットに
不適合な牛の特徴など搾乳
ロボット活用の際の留意点
等の情報をホームページに
掲載したり外部機関開催の
検討会で紹介するなど、計
画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

ウ 家畜防疫の強化及び
衛生管理の改善等への取
組

センター内における家
畜防疫を強化し、種畜等
の安定的な供給体制を確
保するとともに、自主検
査による早期の摘発及び
的確な初動対応によりま
ん延の防止に努める。ま
た、国や都道府県が行う
防疫演習への参加 ・協
力、国や大学が行う調査
研究への協力等に取り組
みつつ、国内の大規模・
集約的な家畜飼養におけ
る衛生管理の改善等に資
するノウハウ等に つい
て、広く情報を提 供す
る。
〈以下略〉

ウ 家畜防疫の強化及び
衛生管理の改善等への取
組

センター内における家
畜防疫を強化し、種畜等
の安定的な供給体制を確
保するとともに、家畜の
伝染性疾病の発生 の予
防、自主検査による早期
の摘発及び的確な初動対
応によりまん延の防止に
努める。また、国や都道
府県が行う防疫演習への
参加・協力、国や大学が
行う調査研究への協力等
に取り組みつつ、国内の
大規模・集約的な家畜飼
養における衛生管理の改
善等に資するノウハウ等
について、広く情報を提
供するため、次の取組を
行う。

ウ　家畜防疫の強化及び
衛生管理の改善等への取
組

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△防疫対策強化のための情
報収集等
2/2(B)
△防疫対策の自己点検の実
施
2/2(B)
△計画的な防疫業務の実施
2/2(B)
△国・都道府県の防疫演習
への参加
2/2(B)
△国・大学等の調査・研究
への協力
2/2(B)
△衛生管理の改善等に関す
る情報提供
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１２Ｐ
(微項目６×２Ｐ)
合計：１２Ｐ
１２Ｐ／１２Ｐ
＝１.０
(１０／１０)

（ア）家畜防疫の強化へ
の取組

国内外における家畜の
伝染性疾病の発生状況や
最新の検査技術等に関す
る情報収集に努め、防疫
対策の不断の見直しを行
うとともに、発生 の予
防、早期摘発及びまん延
防止に向けた取組を強化
する。このため、家畜伝
染性疾病の予防や自主検
査について年度計画を作
成し、実施すると とも
に、初動対応を含む衛生
管理に関する規程の見直
し及び整備並びに防疫対
策の自己点検を行う。
〈以下略〉

（ア）防疫対策強化のた
めの情報収集等

会議への出席等により
国内外における家畜の伝
染性疾病の発生状況や最
新の検査技術等に関する
情報を収集し、防疫対策
の見直しに活用する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
会議への出席等により国

内外における家畜伝染性疾
病の発生状況や最新の検査
技術等に関する情報を収集
し、家畜伝染性疾病に対応
するための防疫措置の発動
や防疫マニュアルの改定等
の防疫対策の見直しに活用
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）防疫対策の自己点
検の実施

ヨーネ病防疫対策強化
等のこれまでの取組を踏
まえて重点項目を設定し
た上で防疫対策の自己点
検を行い、ＰＤＣＡサイ
クルに基づく防疫対策の
不断の見直しを行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ヨーネ病防疫対策強化等

のこれまでの取組を踏まえ
て重点項目を設定した上で
防疫対策の自己点検を行
い、牛床乾燥対策の見直
し、コクシジウム予防薬投
与プログラムの見直し、カ
ラス対策の改善等ＰＤＣＡ
サイクルに基づく防疫対策
の不断の見直しを行い、計
画どおりに実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（ウ）計画的な防疫業務
の実施

ヨーネ病防疫対策強化
等のこれまでの取組や国
内の家畜伝染性疾病発生
状況を踏まえて家畜伝染
性疾病の発生の予防や検
査に関する年度計画を作
成し、計画的に防疫業務
を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ヨーネ病防疫対策強化等

のこれまでの取組及び国内
の家畜伝染性疾病発生状況
を踏まえ、センター業務を
実施していく上で重大な支
障となる家畜伝染性疾病を
「独立行政法人家畜改良セ
ンター家畜伝染性疾病対策
基本指針」に指定疾病とし
て定め、各牧場・支場毎に
予防対策や検査に関する年
度計画を作成し、計画的に
防疫業務を実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）衛生管理の改善等
への取組

国や都道府県が行う防
疫演習への参加・協力、
国や大学が行う調査・研
究への協力等の依 頼が
あった場合、防疫面を考
慮の上、通常業務に支障
のない範囲で積極的に参
加又は協力する。また、
センターにおける野生動
物対策や防疫ゾーンの設
定による衛生管理区域に
おける防疫対策の徹底の
取組等、国内の大規模・
集約的な家畜飼養におけ
る衛生管理の改善等に資
するノウハウ等に つい
て、広く情報を提 供す
る。
〈以下略〉

（エ）国・都道府県の防
疫演習への参加

国や都道府県が行う防
疫演習への参加又は協力
の依頼があった場合に
は、防疫面を考慮の上、
通常業務に支障のない範
囲で積極的に参加又は協
力する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
国や都道府県が行う防疫

演習への参加又は協力を１
３件行い、得られた情報を
各牧場・支場の防疫対策の
改善に役立てた。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（オ）国・大学等の調
査・研究への協力

国 や大学等が行 う調
査・研究への協力等の要
請があった場合には、防
疫面を考慮の上、通常業
務に支障のない範囲で積
極的に協力する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
試験研究機関や大学等が

行う調査・研究への協力等
の要請に応じ、データや材
料の提供等により積極的に
協力した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（カ）衛生管理の改善等
に関する情報提供

センターにおける野生
動物対策や防疫ゾーンの
設定による衛生管理区域
における防疫対策の徹底
の取組等、国内の大規
模・集約的な家畜飼養に
おける衛生管理の改善等
に資するノウハウ等につ
いて、センターホーム
ページや研修、会議等を
活用して、情報の提供を
行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
センターにおける衛生管

理の紹介、農場ＨＡＣＣＰ
の取組、豚舎新設工事に伴
う防疫対応、疾病対策等衛
生管理の改善等に資するノ
ウハウ等について、ホーム
ページ、研修会、会議等を
活用して、畜産関係者に対
し５５件の情報提供を行っ
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

エ　その他
６次産業化等による畜

産物利用、やすらぎや癒
やし効果の発揮、教育へ
の活用等の多様な利活用
が期待される馬及びめん
山羊について、人工授精
技術の普及・定着をはじ
めとした飼養管理技術の
向上を図るための講習会
等を開催する。また、関
係機関等と連携し、鳥獣
害対策を含む家畜の飼養
に関連する草地や耕作放
棄地の活用技術等につい
て、技術講習会を開催す
るなど、普及に努める。
〈以下略〉

エ　その他
馬及びめん山羊につい

て、６次産業化等による
畜産物利用に加え、やす
らぎや癒やし効果 の発
揮、教育への活用等の多
様な利活用が期待される
ことから、十勝牧場及び
長野支場において、これ
までに培った人工授精技
術の普及・定着をはじめ
とした飼養管理技術の向
上及び鳥獣害対策や耕作
放棄地対策としてのめん
山羊の利活用の普及を図
るため、次の取組 を行
う。

エ　その他 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△馬及びめん山羊の飼養管
理技術に関する講習会等の
実施
2/2(B)
△馬の家畜人工授精に関す
る講習会の実施
2/2(B)
△耕作放棄地対策等へのめ
ん山羊の利活用に関する講
習会等の実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（ア）飼養管理技術の向
上への取組

馬及びめん山羊につい
て、人工授精技術 の普
及・定着をはじめとした
飼養管理技術の向上を図
るための講習会等を開催
する。特に、家畜人工授
精師免許の取得に係る講
習会については毎年度、
１回開催する。なお、免
許取得講習会の開催に当
たっては、質疑応答等に
より参加者の講習内容の
理解度を把握すること、
実技講習のための教材を
十分準備すること等によ
り、講習内容の理解度の
向上に努め、修了試験の
合格率が80％以上となる
よう取り組む。
〈以下略〉

（ア）馬及びめん山羊の
飼養管理技術に関する講
習会等の実施

馬及びめん山羊につい
て、人工授精技術の普
及・定着をはじめとした
飼養管理技術の向上を図
るための講習会等を開催
する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
馬及びめん山羊につい

て、人工授精技術の普及・
定着をはじめとした飼養管
理技術の向上を図るための
講習会等を計画どおり開催
し、全体で２４６名の参加
者があった。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）馬の家畜人工授精
に関する講習会の実施

家畜人工授精に関する
講習会(馬）を開催する。

なお、家畜人工授精に
関する講習会の開催に当
たっては、質疑応答等に
より参加者の講習内容の
理解度を把握すること、
実技講習のための教材を
十分準備すること等によ
り、講習内容の理解度の
向上に努め、修了試験の
合格率が80％以上となる
よう取り組む。

指標＝講習内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
家畜人工授精に関する講

習会（馬）を計画どおり開
催した。
講習会の実施に当たり、補
修講義や模擬試験を行うこ
とにより理解度の向上に努
め、受講者１２名全員が修
了試験に合格した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
　十勝牧場において、
馬の人工授精師免許の
取得に係る講習会
（「家畜人工授精に関
する講習会（馬）」を
開催し、農協等１２名
が受講した。
講習会の実施に当た
り、補修講義や模擬試
験を行うことにより、
理解度の向上に努め、
１２名全員が修了試験
に合格した。

（イ）耕作放棄地対策等
への利活用の普及

国産飼料の利用推進等
を図るため、関係機関等
と連携し、鳥獣害対策や
耕作放棄地対策としての
めん山羊の利活用の普及
に必要な草地管理や飼養
管理に関する技術講習会
等を毎年度、１回開催す
る。

（ウ）耕作放棄地対策等
へのめん山羊の利活用に
関する講習会等の実施

関係機関等と連携し、
鳥獣害対策や耕作放棄地
対策としてのめん山羊の
利活用の普及に必要な草
地管理や飼養管理に関す
る技術講習会等につい
て、１回開催する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
関係機関等と連携し、鳥

獣害対策や耕作放棄地対策
としてのめん羊及び山羊の
利活用の普及に必要な草地
管理や飼養管理に関する技
術講習会等について、計３
回開催した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
２ 畜産物の需給変化に
応じた優良な種苗・種き
ん等の生産・供給等
〈以下略〉

２ 畜産物の需給の変化
に応じた優良な種畜、種
きん等の生産・供給等
〈以下略〉

２ 畜産物の需給の変化
に応じた優良な種畜・種
きん等の生産・供給等
〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇種畜・種きん等の生産・
供給
2/2(B)
◇６次産業化の推進等に対
応した育種素材の提供等
2/2(B)
◇家畜等の多様な遺伝資源
の確保・利用
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(小項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１．０
（１０／１０）

指標＝「細項目の項目数×
２」（満点）に対する「各
細項目の点数の合計値」
（合計点）の比率

各細項目の評価点数の区
分は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、Ａ評価：
３点、Ｂ評価：２点、Ｃ評
価：１点、Ｄ評価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合計
点
Ｂ：満点×８/１０≦合計点

＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計点

＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／１
０

□乳用牛
2/2(B)
□肉用牛
2/2(B)
□豚
2/2(B)
□鶏
2/2(B)
□馬
2/2(B)
□育種素材のリスク分散への
取組
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
満点；１２Ｐ
（細項目６×２Ｐ）
合計：１２Ｐ
１２Ｐ／１２Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価

（１）種畜・種きん等の生
産・供給
　多様な消費者ニーズに対
応した、農場から食卓まで
を支える「強み」のある畜
産物生産のための「家畜づ
くり」を推進するために
は、国内における家畜の遺
伝的多様性の確保を図りつ
つ、優良な種畜・種きん等
を効率的に作出する必要が
ある。このためセンター
は、自らが有する多様な育
種素材、施設、有用なＳＮ
Ｐ情報、遺伝的能力評価技
術、繁殖技術等を最大限活
用することにより遺伝的改
良の加速化等を図り、民間
ではコスト等から生産する
ことが困難な優良な候補種
雄牛をはじめとした種畜・
種きん等を生産することと
する。その際、乳用牛に
あってはホルスタイン種の
乳量や泌乳持続性を、肉用
牛にあっては黒毛和種の基
礎となる４系統群や５希少
系統の活用及び増体性を、
豚にあってはデュロック種
の増体性及びランドレース
種の繁殖性を、鶏にあって
は国産鶏種の産肉性及び産
卵性を、馬にあってはけん
引能力を、それぞれ特に重
視して取り組むものとす
る。
　なお、これら種畜等の生
産に当たっては、貴重な育
種素材が消失することがな
いよう、センターの有する
施設等を活用しリスク分散
を図ることとする。

（１）種畜・種きん等の
生産・供給
　多様な消費者ニーズに
対応した、農場から食卓
までを支える「強み」の
ある畜産物生産のための
「家畜づくり」を推進す
ることを目的として、国
内における家畜の遺伝的
多様性の確保を図りつ
つ、民間ではコスト等か
ら生産することが困難な
優良な種畜・種きん等を
効率的に作出するため、
多様な育種素材、施設、
新技術等を最大限活用し
ながら、次の取組を行
う。

（１）種畜・種きん等の
生産・供給
　国内における家畜の遺
伝的多様性の確保を図り
つつ、民間ではコスト等
から生産することが困難
な優良な種畜・種きん等
を効率的に作出するた
め、乳用牛、肉用牛及び
豚について、多様な育種
素材、ＳＮＰ検査等で得
られた有用な遺伝子情
報、遺伝的能力評価技
術、高度な繁殖技術等を
活用しながら、種畜を生
産し、農家への種畜供給
を行う都道府県及び民間
にこれを供給するととも
に、鶏について、ＳＮＰ
検査等で得られた有用な
遺伝子情報等を活用しな
がら、産肉性及び産卵性
を重視した種きん等の生
産を行い、都道府県及び
民間による国産種鶏供給
を支援するほか、都道府
県及び民間による種畜供
給が限られる農用馬につ
いては、けん引能力を重
視した種畜生産・供給を
行うこととし、次の取組
を行う。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（ア）優良な牛群の整備
ホルスタイン種につい

て、乳量や泌乳持続性を
特に重視した改良に取り
組むこととし、自らが有
する多様な育種素材と国
内外から導入する多様な
育種素材を用い、民間で
は取り組み難い家畜生体
の卵胞卵子を活用した高
度な繁殖技術等を活用し
ながら、優良な牛群を整
備する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種につい

て、乳量や泌乳持続性を特
に重視した改良に取り組む
とともに、自らが有する多
様な育種素材と国内外から
導入する多様な育種素材を
用い、民間では取り組み難
い家畜生体の卵胞卵子を活
用した高度な繁殖技術等を
活用しながら、優良な牛群
の整備を計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）ドナーの集合検定
の実施

ホルスタイン種につい
て、候補種雄牛を作出す
るためのドナーの集合検
定を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種につい

て、候補種雄牛を作出する
ためのドナーの集合検定を
計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）候補種雄牛の作出
ホルスタイン種につい

て、上記の取組を通じ
て、家畜改良増殖目標の
育種価目標数値（乳量
60kg/ 年 、 乳脂 肪 1.8kg/
年、無脂乳固形分5.0kg/
年、乳蛋白1.6kg/年(平成
26年度時点の評価方法に
基づく育種価目標数値)）
以上の遺伝的能力を有す
る候補種雄牛（ただし、
育種価目標数値のうち無
脂乳固形分については、
ゲノミック評価の対象と
なった後に適用する。）
や乳器、泌乳持続性、血
統等に特長を持つ候補種
雄牛を、ゲノミック評価
値を活用し概ね50頭作出
する。

指標＝作出頭数

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種につい

て、乳量６０ｋｇ/年、乳脂
肪１．８ｋｇ/年、無脂乳固
形分５．０ｋｇ/年、乳蛋白
１．６ｋｇ/年以上の遺伝的
能力を有する候補種雄牛や
乳器、泌乳持続性、血統等
に特長を持つ候補種雄牛
を、ゲノミック評価値を活
用し５１頭作出し、計画ど
おり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

ホルスタイン種につ
いて、上記の取組によ
り、センターが平成２
９年度に作出した５１
頭の候補種雄牛につい
て、年当りの改良量の
平均は、平成２７年度
に作出した候補種雄牛
を基準として、乳量１
０５ｋｇ、乳脂肪１
０．３ｋｇ、無脂乳固
形分８．５ｋｇ、乳蛋
白質４．９ｋｇ増とな
り、いずれの形質につ
いても改良増殖目標に
掲げられた年当りの改
良量を上回った。

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率
　各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

  Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△優良な牛群の整備
2/2(B)
△ドナーの集合検定の実施
2/2(B)
△候補種雄牛の作出
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

ア　乳用牛、肉用牛、豚
　都道府県は、乳用牛の種
畜生産を行っていないが、
肉用牛・豚については地域
ブランドの形成などの目的
で一部の都道府県が種畜の
生産・供給を担っている。
また、民間も種畜生産・供
給を担っている。このた
め、センターは、中立・公
平な立場から全国規模での
遺伝的能力評価を実施する
とともに、自らが保有する
多様な育種資源、有用なＳ
ＮＰ情報、繁殖技術等を活
用しながら種畜を生産し、
農家への種畜供給を行う都
道府県及び民間にこれを供
給する。その際、ホルスタ
イン種の乳量や泌乳持続
性、黒毛和種の基礎となる
４系統群や５希少系統の活
用及び増体性を特に重視す
ることとし、都道府県及び
民間による種畜供給が特定
の系統等に偏ることとなら
ないよう配慮する。また、
デュロック種については増
体性をランドレース種につ
いては繁殖性を特に重視す
ることとする。
〈以下略〉

（ア）乳用牛
　ホルスタイン種につい
て、乳量や泌乳持続性を
特に重視した改良に取り
組むこととし、自らが有
する多様な育種素材と国
内外から導入する多様な
育種素材を用い、民間で
は取り組み難い家畜生体
の卵胞卵子を活用した高
度な繁殖技術等を活用し
ながら、優良な牛群を整
備する。また、候補種雄
牛を作出するためのド
ナーの集合検定を毎年
度、実施する。
　これらの取組を通じ
て、家畜改良増殖目標の
育種価目標数値（乳量
60kg/年、乳脂肪1.8kg/
年、無脂乳固形分5.0kg/
年、乳蛋白1.6kg/年(平成
26年度時点の評価方法に
基づく育種価目標数値)）
以上の遺伝的能力を有す
る候補種雄牛や乳器、泌
乳持続性、血統等に特長
を持つ候補種雄牛を、ゲ
ノミック評価値も活用し
毎年度、概ね50頭作出す
る。
〈以下略〉

ア　乳用牛
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（ア）遺伝的に特徴ある
牛群の整備

黒毛和種について、そ
の基礎となる４系統群・
５希少系統の活用や増体
性を特に重視した改良に
取り組むこととし、自ら
が有する多様な育種素材
と新たに導入する多様な
育種素材を用い、遺伝的
に特徴ある優良な牛群を
整備する。なお、新たに
導入する雌牛について
は、繁殖性等の能力に関
する調査を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、その

基礎となる４系統群・５希
少系統の活用や増体性を特
に重視した改良に取り組
み、自らが有する多様な育
種素材と新たに導入した多
様な育種素材を用い、遺伝
的に特徴ある優良な牛群を
整備した。なお、新たに導
入した雌牛については、繁
殖性等の能力に関する調査
を開始した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）直接検定の実施
黒毛和種について、候

補種雄牛を作出するた
め、有用なＳＮＰ情報
や、民間では取り組み難
い家畜生体の卵胞卵子を
活用した高度な繁殖技術
等を活用するとともに、
直接検定を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、候補

種雄牛を作出するため、有
用なＳＮＰ情報や、民間で
は取り組み難い家畜生体の
卵胞卵子を活用した高度な
繁殖技術等を活用するとと
もに、４３頭について直接
検定を行い、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）候補種雄牛の作出
黒毛和種について、上

記の取組を通じて、遺伝
的多様性の確保に必要な
系統の維持に係る候補種
雄牛や増体性等に特長を
持つ候補種雄牛を概ね30
頭作出する。

指標＝作出頭数

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、第１

の２の（１）のイの（ア）
及び（イ）の取組を通じ
て、遺伝的多様性の確保に
必要な系統の維持に係る候
補種雄牛や増体性等に特長
を持つ候補種雄牛を３７頭
作出し、計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①種畜作出用として生
産した雄子牛の中か
ら、遺伝子保有確率、
遺伝的能力評価等によ
り選抜した遺伝的多様
性の確保や増体性等に
特長を持つ３７頭を候
補種雄牛として作出し
た。
②遺伝子保有確率及び
血統により分類した増
体性等に特長を持つ鳥
取県系統群に属し、直
接検定を実施した１２
頭は、直接検定時の１
日当たり増体量の平均
値が１．４８ｋｇと平
成２８年度全国平均
（１．１７ｋｇ）を上
回った。

（イ）肉用牛
　黒毛和種について、その
基礎となる４系統群・５希
少系統の活用や増体性を特
に重視した改良に取り組む
こととし、自らが有する多
様な育種素材と新たに導入
する多様な育種素材を用
い、遺伝的に特徴ある優良
な牛群を整備する。また、
候補種雄牛を作出するた
め、有用なＳＮＰ情報や、
民間では取り組み難い家畜
生体の卵胞卵子を活用した
高度な繁殖技術等を活用す
るとともに、直接検定を毎
年度、実施する。
　これらの取組を通じて、
遺伝的多様性の確保に配慮
しつつ、増体性等に特長を
持つ候補種雄牛を毎年度、
概ね30頭作出する。
　さらに、飼料利用性の向
上による生産コストの低減
を一層推進する観点から、
黒毛和種の肥育牛における
飼料利用性等に係る形質
データを収集するととも
に、学識経験者等の参画を
得て検討会を毎年度、開催
するなどにより、検定手法
の開発に向けた検討を行
う。
　このほか、褐毛和種につ
いて、多様な育種素材の導
入を行うなど遺伝的多様性
の確保に配慮しつつ、直接
検定を行い、候補種雄牛を
毎年度、１頭以上作出す
る。
〈以下略〉

イ　肉用牛 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率
　各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

  Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△遺伝的に特徴ある牛群の
整備
2/2(B)
△直接検定の実施
2/2(B)
△候補種雄牛の作出
2/2(B)
△飼料利用性等に係る検定
手法の開発
2/2(B)
△褐毛和種候補種雄牛の作
出
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(微項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（エ）飼料利用性等に係
る検定手法の開発

黒毛和種について、飼
料利用性の向上による生
産コストの低減を一層推
進する観点から、肥育牛
における飼料利用性等に
係る形質データを収集す
るとともに、学識経験者
等の参画を得て検討会を
開催するなどにより、検
定手法の開発に向けた検
討を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、飼料

利用性の向上による生産コ
ストの低減を一層推進する
観点から、肥育牛９４頭の
飼料利用性等に係る形質
データを収集するととも
に、学識経験者等の参画を
得て検討会を開催し、各種
データの取りまとめ方法
等、検定手法の開発に向け
た検討を行い、計画どおり
実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（オ）褐毛和種の候補種
雄牛の作出

褐毛和種について、多
様な育種素材の導入を行
うなど遺伝的多様性の確
保に配慮しつつ、直接検
定を行い、候補種雄牛を
１頭以上作出する。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
褐毛和種について、多様

な育種素材の導入を行うな
ど遺伝的多様性の確保に配
慮しつつ、直接検定を行
い、候補種雄牛を３頭作出
し、計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①育種素材の導入につ
いては、血統等を考慮
し、農協から精液１０
０本、受精卵３個及び
卵巣３頭分を選定・導
入した。
②遺伝的多様性の確保
に配慮しつつ、４頭に
ついて直接検定を実施
した。
③直接検定を実施した
雄子牛のうち、３頭を
後代検定候補種雄牛と
して熊本県肉用牛改良
推進委員会に提示し
た。
④これら種畜の作出
は、褐毛和種の改良を
実施する県が開催する
家畜改良に関する会議
に参画し、意見・情報
交換を行いながら実施
した。

ウ　豚 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△デュロック種の優良種豚
群の作出
2/2(B)
△ランドレース種の優良種
豚群の作出
2/2(B)
△大ヨークシャー種の種豚
等の供給
2/2(B)
△実験用小型豚の精液、胚
の凍結保存
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(微項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）デュロック種の優
良種豚群の作出

デ ュロック種に つい
て、増体性を特に重視し
た改良に取り組むことと
し、１日当たり増体量が
概ね1,030gとなる優良な
種豚群の作出に向け、１
日当たり増体量の優れた
育種素材を導入するなど
により、改良用豚群の造
成に向けた交配及び産子
の一次選抜を行う。

また、産肉能力と遺伝
子情報との関連性を調
査・解析するための採材
を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
デュロック種について、

増体性を特に重視した改良
に取り組むため、１日当た
り増体量の優れた育種素材
を導入するなどして、改良
用豚群の造成に向けた交配
及び産子の一次選抜を行っ
た。

また、産肉能力と遺伝子
情報との関連性を調査・解
析するための採材を行い、
計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）豚
　豚について、優れた育
種素材の導入を行いつ
つ、各品種について次の
取組を行う。
　デュロック種について
は、増体性を特に重視し
た改良に取り組むことと
し、１日当たり増体量が
概ね1,030gとなる優良な
種豚群を作出する。
　ランドレース種につい
ては、繁殖性を特に重視
した改良に取り組むこと
とし、１腹当たり育成頭
数が概ね11頭となる優良
な種豚群を作出する。
　また、大ヨークシャー
種については、第３期中
期目標期間において造成
した繁殖性に優れる種豚
群（１腹当たり育成頭数
は概ね10.5頭）を維持し
つつ、種豚等を供給す
る。
　実験用小型豚の供給業
務については、引き続き
民間への移管に向け、精
液や胚の凍結保存に取り
組み、平成32年度末まで
に生体でのけい養を中止
する。
〈以下略〉
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（イ）ランドレース種の
優良種豚群の作出

ランドレース種につい
て、繁殖性を特に重視し
た改良に取り組むことと
し、１腹当たり育成頭数
が概ね11頭となる優良な
種豚群の作出に向け、１
腹当たり育成頭数の優れ
た育種素材を導入するな
どにより、改良用雌豚群
の造成に向けた交配及び
産子の一次選抜を行う。

また、繁殖能力と遺伝
子情報との関連性を調
査・解析するための採材
を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ランドレース種につい

て、繁殖性を特に重視した
改良に取り組むため、１腹
当たり育成頭数の優れた育
種素材を導入して、改良用
雌豚群の造成に向けた交配
及び産子の一次選抜を行っ
た。

また、繁殖能力と遺伝子
情報との関連性を調査・解
析するための採材を行い、
計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）大ヨークシャー種
の種豚等の供給

大ヨークシャー種につ
いて、第３中期目標期間
において造成した繁殖性
に優れる種豚群（１腹当
たり育成頭数は概ね10.5
頭）を繁殖性に関係する
遺伝子情報等を活用しな
がら維持しつつ、種豚等
を供給する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
大ヨークシャー種につい

て、第３中期目標期間にお
いて造成した繁殖性に優れ
る種豚群（１腹当たり育成
頭数は概ね１０．５頭）を
繁殖性に関係する遺伝子情
報等を活用しながら維持し
つつ、種豚５頭、精液３５
２本を供給した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（エ）実験用小型豚の精
液、胚の凍結保存

実 験用小型豚に つい
て、平成32年度末までの
民間への移管に向け、精
液や胚の凍結保存に取り
組む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
実験用小型豚について、

平成３２年度末までの民間
への移管に向け、関係機関
と意見・情報交換を行い、
ＪＡ全農への移管を決定し
た。精液や胚の凍結保存に
取り組み、凍結精液を２７
本、凍結胚を１１個作成し
た。また、移管先であるＪ
Ａ全農に種豚として５頭供
給し、生産供給業務を移管
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　鶏、馬
都道府県及び民間は、セ
ンターから供給される種
鶏を活用して地鶏生産な
どのための国産種鶏の生
産・供給を担っている。
このため、センターは、
有用なＳＮＰ情報などを
活用しながら、産肉性及
び産卵性を重視した種鶏
生産を行い、都道府県及
び民間による国産種鶏供
給を支援する。なお、都
道府県及び民間による種
畜供給が限られている農
用馬についてはけん引能
力を重視した種畜生産・
供給を行う。
〈以下略〉

（ア）鶏
鶏について、遺伝的能

力評価結果に基づ く選
抜、交配を行いながら、
次の取組を行う。

国産鶏種のうち、卵用
の横斑プリマスロック種
（ＸＳ系統）につ いて
は、後期産卵率の推定育
種価を概ね２％改善し、
ロードアイランドレッド
種（ＹＡ系統）について
は、産卵率等主要形質の
改良を考慮しつつ卵殻強
度を高めるための選抜を
行う。

国産鶏種のうち、肉用
の白色コーニッシ ュ種
（60系統）については、
４週齢時の体重の推定育
種価を概ね50ｇ改善し、
白色プリマスロッ ク種
（30系統）については、
産卵率（31～35週齢）の
推定育種価を概ね２％改
善する。

また、国産鶏種に関す
る組合せ検定を毎年度、
概ね４組実施する。
〈以下略〉

エ　鶏 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△卵用の横斑プリマスロッ
ク種の後期産卵率の改善
2/2(B)
△卵用のロードアイランド
レッド種の選抜等の実施
2/2(B)
△肉用の白色コーニッシュ
種の選抜等の実施
2/2(B)
△肉用の白色プリマスロッ
ク種の選抜等の実施
2/2(B)
△肉用の白色プリマスロッ
ク種の新系統造成に向けた
選抜等の実施
2/2(B)
△国産鶏種に関する組合せ
検定の実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１２Ｐ
(微項目６×２Ｐ)
合計：１２Ｐ
１２Ｐ／１２Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

（ア）卵用の横斑プリマ
スロック種の後期産卵率
の改善

国産鶏種のうち、卵用
の横斑プリマスロック種
（ＸＳ系統）について、
後期産卵率推定育種価の
概ね２％改善に向け、遺
伝的能力評価結果に基づ
く選抜、交配を行う。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
国産鶏種のうち、卵用の

横斑プリマスロック種（Ｘ
Ｓ系統）について、遺伝的
能力評価結果に基づく選
抜、交配を行った結果、平
成２８年鶏の後期産卵率の
育種価は２６年鶏に比べ
４．１９％改善した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：計画どおり実施
した。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（イ）卵用のロードアイ
ランドレッド種の選抜等
の実施

国産鶏種のうち、卵用
のロードアイランドレッ
ド種（ＹＡ系統）につい
て、産卵率等主要形質の
改良を考慮しつつ卵殻強
度を高めるため、遺伝的
能力評価結果に基づく選
抜、交配を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
国産鶏種のうち、卵用の

ロードアイランドレッド種
（ＹＡ系統）について、遺
伝的能力評価結果に基づく
選抜、交配を行った。

なお、ロードアイランド
レッド種（ＹＡ系統）の平
成２９年鶏の卵殻強度の育
種価は２７年鶏に比べ１
１．９０ポイント改善し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）肉用の白色コー
ニッシュ種の選抜等の実
施

国産鶏種のうち、肉用
の白色コーニッシュ種
（60系統）について、４
週齢時体重推定育種価の
概ね50ｇ改善に向け、遺
伝的能力評価結果に基づ
く選抜、交配を行う。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
国産鶏種のうち、肉用の

白色コーニッシュ種（６０
系統）について、遺伝的能
力評価結果に基づく選抜、
交配を行った結果、平成２
９年鶏の４週齢時体重の育
種価は２８年鶏に比べ１０
ｇ改善した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（エ）肉用の白色プリマ
スロック種の選抜等の実
施

国産鶏種のうち、肉用
の白色プリマスロック種
（30系統）について、産
卵率（31～35週齢）推定
育種価の概ね２％改善に
向け、遺伝的能力評価結
果に基づく選抜、交配を
行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
国産鶏種のうち、肉用の

白色プリマスロック種（３
０系統）について、遺伝的
能力評価結果に基づく選
抜、交配を行った結果、平
成２９年鶏の産卵率（３１
～３５週齢）の育種価は２
８年鶏に比べ０．５％改善
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（オ）肉用の白色プリマ
スロック種の新系統造成
に向けた選抜等の実施

上記の取組に加え、国
産鶏種のうち、肉用の白
色プリマスロック種につ
いて、産肉性等を改善す
るため、新たな系統の造
成に向けた選抜、交配を
行う。この際、遺伝子情
報を活用した羽色の固定
化（他品種を交配した際
に、ひなの羽色が必ず交
配した他品種と同じ羽色
になること）にも取り組
む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
第１の２の（１）のエの

（ア）、（イ）、（ウ）及
び（エ）の取組に加え、国
産鶏種のうち、肉用の白色
プリマスロック種につい
て、産肉性等を改善するた
め、新たな系統の造成に向
けた選抜、交配を行った。
この際、遺伝子情報を活用
し、羽色を固定した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（カ）国産鶏種に関する
組合せ検定の実施

国産鶏種に関する組合
せ検定について、概ね４
組実施するとともに、終
了した組合せ検定結果を
公表する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
国産鶏種に関して、鶏改

良推進中央協議会等の会議
での要望を考慮の上決定し
た、５組の組合せ検定を行
い、育成成績、産卵成績等
を収集、公表した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）馬
純粋種農用馬であるブ

ルトン種及びペルシュロ
ン種について、けん引能
力を特に重視した改良に
取り組むこととし、人工
授精技術を活用した効率
的な繁殖を行うと とも
に、繁殖及び発育ステー
ジに応じた飼料設計技術
の活用により繁殖馬や生
産馬の適切な飼養管理を
行いつつ、けん引能力に
関連のある馬格をもとに
種雄馬候補を毎年度、概
ね６頭作出する。
〈以下略〉

オ　馬 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△ブルトン種等の選抜等の
実施
2/2(B)
△ブルトン種等の種雄馬候
補の作出
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（ア）ブルトン種等の選
抜等の実施

純粋種農用馬であるブ
ルトン種及びペルシュロ
ン種の雄の１歳馬につい
て、けん引能力を特に重
視した改良に取り組むこ
ととし、人工授精技術を
活用した効率的な繁殖を
行うとともに、繁殖及び
発育ステージに応じた飼
料設計技術の活用により
繁殖馬や生産馬の適切な
飼養管理を行いつつ、け
ん引能力に関連のある馬
格をもとに３分の１程度
を選抜する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
純粋種農用馬であるブル

トン種及びペルシュロン種
の雄の１歳馬について、け
ん引能力を特に重視した改
良に取り組むこととし、人
工授精技術を活用した効率
的な繁殖を行うとともに、
繁殖及び発育ステージに応
じた飼料設計技術の活用に
より繁殖馬や生産馬の適切
な飼養管理を行いつつ、け
ん引能力に関連のある馬格
をもとに、雄の当歳馬２０
頭から１歳馬候補として７
頭を選抜した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）ブルトン種等の種
雄馬候補の作出

純粋種農用馬であるブ
ルトン種及びペルシュロ
ン種の雄の２歳馬につい
て、けん引能力を特に重
視した改良に取り組むこ
ととし、人工授精技術を
活用した効率的な繁殖を
行うとともに、繁殖及び
発育ステージに応じた飼
料設計技術の活用により
繁殖馬や生産馬の適切な
飼養管理を行いつつ、け
ん引能力に関連のある馬
格をもとに種雄馬候補を
概ね６頭作出する。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
純粋種農用馬であるブル

トン種及びペルシュロン種
の雄の２歳馬について、け
ん引能力を特に重視した改
良に取り組むこととし、人
工授精技術を活用した効率
的な繁殖を行うとともに、
繁殖及び発育ステージに応
じた飼料設計技術の活用に
より繁殖馬や生産馬の適切
な飼養管理を行いつつ、け
ん引能力に関連のある馬格
をもとに、雄の２歳馬から
種雄馬候補として６頭作出
した。また、５頭の２歳馬
と１頭の成馬を種雄馬とし
て供給した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

けん引能力に関連の
ある馬格をもとに、雄
の２歳馬から種雄馬候
補として６頭作出し、
そのうち５頭を種雄馬
として供給した。その
他、１頭の成馬を種雄
馬として供給した。

ウ 育種素材のリスク分
散への取組

家畜伝染性疾病の侵入
等により貴重な育種素材
を失うことがないよう、
乳用牛、肉用牛（黒毛和
種）、豚及び鶏の主要な
育種素材について、複数
の牧場等を活用し、リス
ク分散に取り組む。この
ため原則として、乳用牛
は新冠牧場及び岩 手牧
場、黒毛和種は十 勝牧
場、奥羽牧場、鳥取牧場
及び宮崎牧場、豚は茨城
牧場及び宮崎牧場、鶏は
岡崎牧場及び兵庫牧場で
それぞれけい養を行う。
〈以下略〉

カ 育種素材のリスク分
散への取組

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△ホルスタイン種のリスク
分散
2/2(B)
△黒毛和種のリスク分散
2/2(B)
△豚のリスク分散
2/2(B)
△鶏のリスク分散
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(微項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）ホルスタイン種のリ
スク分散

ホルスタイン種につい
て、リスク分散のため主要
な系統を、原則として新冠
牧場及び岩手牧場の２牧場
でけい養を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種につい

て、リスク分散のため主要
な系統を、新冠牧場及び岩
手牧場の２牧場でけい養を
行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）黒毛和種のリスク分
散

黒毛和種について、リス
ク分散のため主要な系統
を、原則として十勝牧場、
奥羽牧場、鳥取牧場及び宮
崎牧場の４牧場でけい養を
行う。

Ｓ：計画を大きく上回り、
かつ顕著な成果が得られ
た。
Ａ：計画を上回る成果が得
られた。
Ｂ：計画どおり順調に実施
された。
Ｃ：計画どおり実施されず
改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施されず
当該業務の廃止を含めた抜
本的な改善が必要と認めら
れる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、リスク

分散のため主要な系統を、十
勝牧場、奥羽牧場、鳥取牧場
及び宮崎牧場の４牧場でけい
養を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画 どお り実 施し
た。

（ウ）豚のリスク分散
豚について、リスク分

散のため主要な品種を、
原則として茨城牧場及び
宮崎牧場の２牧場でけい
養を行う。また、リスク
分散を強化するため、凍
結胚を作成する。

Ｓ：計画を大きく上回り、
かつ顕著な成果が得られ
た。
Ａ：計画を上回る成果が得
られた。
Ｂ：計画どおり順調に実施
された。
Ｃ：計画どおり実施されず
改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施されず
当該業務の廃止を含めた抜
本的な改善が必要と認めら
れる。

＜主要な業務実績＞
豚について、リスク分散の

ため主要な品種を、茨城牧場
及び宮崎牧場の２牧場でけい
養を行った。

また、リスク分散を強化す
るため、凍結胚を１４３個作
出した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画 どお り実 施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（エ）鶏のリスク分散
　鶏について、リスク分
散のため主要な国産鶏種
を、原則として岡崎牧場
及び兵庫牧場の２牧場で
けい養を行う。また、リ
スク分散を強化するた
め、凍結精液を作成す
る。

Ｓ：計画を大きく上回り、
かつ顕著な成果が得られ
た。
Ａ：計画を上回る成果が得
られた。
Ｂ：計画どおり順調に実施
された。
Ｃ：計画どおり実施されず
改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施されず
当該業務の廃止を含めた抜
本的な改善が必要と認めら
れる。

＜主要な業務実績＞
鶏について、リスク分散の

ため主要な国産鶏種を、岡崎
牧場及び兵庫牧場の２牧場で
けい養した。また、リスク分
散を強化するため、凍結精液
を作成した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画 どお り実 施し
た。

（２）６次産業化の推進等に
対応した育種素材の提供等
　６次産業化の推進や多様な
ニーズに応える国産畜産物
の供給を支援するため、国内
での種畜の供給体制が銭弱
なめん山羊や日本短角種を
はじめとした特色ある家畜等
について、種畜の生産・供給
業務を行っている都道府県・
民間からの育種素材の提供
や技術指導等の技術的支援
に関する要請があった場合、
できる限り対応する。
〈以下略〉

（２）６次産業化の推進等に
対応した育種素材の提供等
〈以下略〉

（２）６次産業化の推進
に対応した育種素材の提
供等
　　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
□めん山羊
2/2(B)
□日本短角種
2/2(B)
□豚
2/2(B)
□鶏
2/2(B)
□技術的支援
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(細項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１.０
(１０／１０)

ア　めん山羊
めん山羊について、現

有のサフォーク種及び日
本ザーネン種を維持す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
めん山羊について、現有

のサフォーク種及び日本
ザーネン種を維持した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　日本短角種
日本短角種（王将系、

蓋世系、雲豊系、春梅系
及び南富系）について、
系統保有状況について都
道府県等と意見・情報交
換を行い、必要に応じて
系統数を見直しつつ維持
するとともに、凍結胚を
確保する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
日本短角種（王将系、蓋

世系、雲豊系、春梅系及び
南富系）について、系統保
有状況等について都道府県
等と意見・情報交換を行う
とともに、凍結胚を確保し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

ウ　豚
豚について、特色ある

品種である現有の中ヨー
クシャー種及び梅山豚を
維持する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
豚について、特色ある品

種である現有の中ヨーク
シャー種及び梅山豚を維持
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

エ　鶏
鶏について、特色ある

品種・系統である軍鶏、
合成軍鶏、横斑プリマス
ロック種、烏骨鶏及びア
ロウカナ種等を維持す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
鶏について、特色ある品

種・系統である軍鶏、合成
軍鶏、横斑プリマスロック
種、烏骨鶏及びアロウカナ
種を維持した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

オ　技術的支援
上 記の家畜等に つい

て、種畜等の生産・供給
業務を行っている都道府
県・民間から育種素材の
提供や技術指導等の技術
的支援に関する要請が
あった場合には、できる
限り対応する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
上記の家畜等について、

種畜等の生産・供給業務を
行っている都道府県・民間
からの育種素材の提供や技
術指導等の技術的支援に関
する要請に、できる限り対
応した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（３）家畜等の多様な遺
伝資源の確保・利用

消費者の畜産物に対す
る多様なニーズに対応す
るとともに、我が国固有
の遺伝資源である和牛等
について、近交係数の高
まりの抑制に資する種畜
の生産等を行うた めに
は、多様な遺伝子を持つ
家畜等を確保し利用して
いく必要がある。このた
め、センターは、関係機
関とも連携し、家畜の多
様な遺伝資源の収集・確
保及び利用に取り組むこ
ととする。
〈以下略〉

（３）家畜等の多様な遺伝資
源の確保・利用
〈以下略〉

（３）家畜等の多様な遺
伝資源の確保・利用
　　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
□家畜遺伝資源の保存
2/2(B)
□多様な遺伝資源の活用
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(細項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
(１０／１０)

ア　家畜遺伝資源の保存 ア　家畜遺伝資源の保存
国 立研究開発法 人農

業・食品産業技術総合研
究機構（以下「農研機
構」という。）が行う
ジーンバンク事業に協力
し、家畜遺伝資源の保存
に取り組む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
農林水産省関連動植物の

遺伝資源保存に関するセン
ターバンクである農研機構
遺伝資源センターと連携し
つつ、８牧場で分担し、遺
伝資源の新規収集１点、追
加収集６点、継続保存９１
点、及び特性調査１１点を
行い、計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　多様な遺伝資源の活用 イ 多様な遺伝資源の活
用

黒毛和種について、近
交係数の高まりを抑制す
る種畜生産を行うため、
遺伝資源の探索を行い、
基礎となる４系統群・５
希少系統に関係する多様
な育種素材を導入し、遺
伝的に特徴ある優良な牛
群を整備する。また、当
該牛群を活用し、遺伝的
多様性の確保に必要な系
統の維持に係る候補種雄
牛や増体性等に特長を持
つ候補種雄牛の作出に取
り組む。（再掲）

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
黒毛和種について、近交

係数の高まりを抑制する種
畜生産を行うため、遺伝資
源の探索を行い、基礎とな
る４系統群・５希少系統に
関係する多様な育種素材を
導入し、遺伝的に特徴ある
優良な牛群を整備した。ま
た、当該牛群を活用し、遺
伝的多様性の確保に必要な
系統の維持に係る候補種雄
牛や増体性等に特長を持つ
候補種雄牛の作出に取り組
み、計画どおり実施した。
（再掲）

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
３ 飼料の視点での基盤
強化のための飼料作物の
種苗の生産・供給等
〈以下略〉

３ 飼料の視点での基盤強化
のための飼料作物の種苗の
生産・供給等
〈以下略〉

３ 飼料の視点での基盤
強化のための飼料作物の
種苗の生産・供給等
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
◇飼料作物種苗の生産・供
給
2/2(B)
◇飼料作物優良品種の普及
支援
2/2(B)
◇飼料作物の遺伝資源の保
存
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(小項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）飼料作物種苗の生産・供
給
我が国の多様な気候に適し
た国内育成品種の定着をさら
に進める必要があることから、
新品種・系統など優良品種の
種苗が安定的に供給されるよ
う、ＯＥＣＤ（経済協力開発機
構）品種証明制度に基づく要
件に適合した種苗の増殖を図
る。なお、これら業務を的確に
実施するため、栽培管理技術
や収穫調製技術の向上・定着
を図るとともに、国、都道府
県、関係団体等との意見・情
報交換を踏まえ、必要に応じ
て生産対象品種・系統の見直
しを行うものとする。
また、飼料用稲種子について
は、都道府県による生産供給
を補完し、全国における種子
の安定供給を確保するため、
関係機関と連携しつつ生産を

行う。

（１）飼料作物種苗の生産・供
給
　〈以下略〉

（１）飼料作物種苗の生
産・供給
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□飼料作物種苗の増殖
2/2(B)
□飼料用稲種子の生産
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(細項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
(１０／１０)

ア　飼料作物種苗の増殖
〈以下略〉

ア　飼料作物種苗の増殖 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
△ＯＥＣＤ品種証明制度に
基づく要件に適合した種苗
の増殖
2/2(B)
△生産対象品種・系統の選
定
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）ＯＥＣＤ品種証明
制度に基づく要件に適合
した種苗の増殖

飼 料作物種苗に つい
て、職員への技術研修等
により栽培管理技術や収
穫調製技術の向上・定着
を図りつつ、ＯＥＣＤ
（経済協力開発機構）品
種証明制度に基づく要件
に適合した種苗の増殖を
行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ＯＥＣＤ品種証明制度に

基づく要件に適合した種苗
の増殖を行い、新たに１４
品種１０．７トンの種苗を
生産し、過年度生産分も含
め２０品種７.５トンの種苗
を供給した。また、職員の
技術研修を計画どおり実施
し、栽培管理技術や収穫調
製技術の向上・定着を図っ
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（イ）生産対象品種・系
統の選定

飼料作物種苗の生産対
象品種・系統について、
国、都道府県、関係団体
等との意見・情報交換を
踏まえ、必要に応じて見
直しを行いつつ、概ね95
品種・系統とする。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
飼料作物種苗の生産対象

品種・系統について、国、
都道府県、関係団体等との
意見・情報交換を踏まえ、
新たに育成された１品種・
系統を追加するとともに、
旧来の４品種・系統を削除
するなどの見直しを行い、
９３品種・系統とした。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

飼料作物種苗の生産
対象品種・系統につい
て、国等の行政部門、
（国研）農業・食品産
業技術総合研究機構等
の育成者、販売を担う
実需者等からの情報に
基づき、新たに育成さ
れた品種・系統につい
ては訴求点となる特性
等に照らした普及の有
望性等に着目して、旧
来の品種・系統につい
ては近年の流通量等に
照らした需要の消長等
に着目して候補を選定
し、１品種・系統を追
加、４品種・系統を削
除するなどの見直しを
行い、９３品種・系統
とした。

イ　飼料用稲種子の生産 イ　飼料用稲種子の生産
　飼料用稲種子につい
て、関係機関と連携しつ
つ需要に応じた生産を行
うこととし、生産対象品
種を、概ね６品種以上と
する。

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
飼料用稲種子について、

関係機関と連携しつつ需要
に応じ、９品種２５トンの
種子を生産し、計画どおり
実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

飼料用稲種子につい
て、都道府県による種
子供給体制の補完を担
う（一社）日本草地畜
産種子協会等との連携
を通じて得られた需要
情報に応じ、飼料用稲
９品種について、４.
６ｈａの採種ほ場を設
置し、２５トンの種子
を生産した。

（２）飼料作物優良品種の普
及支援
飼料自給率の向上や国産
飼料の増産を目指して優良
品種の利用促進による草地
改良等を進めるためには、地
域に適した飼料作物優良品
種の育成・普及が重要であ
る。このため、センターは、所
有する高度な技術や豊富な
種苗生産基盤を活用して地
域適応性等に関する検定試
験を実施し、優良品種に係る
データ提供や実証展示ほの
設置等を積極的に行うものと
する。
〈以下略〉

（２）飼料作物優良品種の普
及支援
〈以下略〉

（２）飼料作物優良品種
の普及支援

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０Ｄ：合
計点≦満点×５／１０

□地域に適した飼料作物優
良品種の育成・普及
2/2(B)
□地域適応性等検定試験の
実施
2/2(B)
□優良品種に係るデータ提
供
2/2(B)
□実証展示ほの設置等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(細項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
(１０／１０)

ア 地域に適した飼料作
物優良品種の育成・普及

地域に適した飼料作物
優良品種の育成・普及を
図るため、草地管理技術
や飼料生産技術等につい
て、関係機関等と連携し
つつ、講習会の開催等を
概ね２回行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
地域に適した飼料作物優

良品種の育成・普及を図る
ため、都道府県、農協、生
産者等の関係機関と連携し
つつ、草地管理技術や飼料
生産技術に関する講習会を
８回実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

地域に適した飼料作
物優良品種の育成・普
及を図るため、都道府
県、農協、生産者等の
関係機関と連携しつ
つ、草地管理技術及び
飼料生産技術に関する
講習会を、奥羽牧場で
１回、岩手牧場で１
回、長野支場で２回、
鳥取牧場で１回、熊本
牧場で１回及び宮崎牧
場で２回の計８回実施
した。なお、講習会に
は、都道府県や生産者
等から計３９９名の参
加があった。

イ 地域適応性等検定試
験の実施

精密データの測定手法
等の高度な技術や豊富な
種苗生産基盤を活用し、
育成機関と実施系統の調
整を行い、地域適応性等
検定試験を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
飼料作物優良品種の育

成・普及に資するため、生
育項目等の精密データ測定
手法の評点、観察及び分析
に係る高度な技術や豊富な
生産基盤を活用し、新品種
育成機関と草種及び系統数
について調整を行い、５９
系統の地域適応性等検定試
験を実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

ウ 優良品種に係るデー
タ提供

優良品種に係るデータ
ベースを更新して概ね600
品種のデータを都道府県
等に提供する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
都道府県等の試験場の協

力を得て、奨励品種選定試
験結果等のデータを入手
し、データの確認、整理等
を行い品種特性情報のデー
タベースを更新し、都道府
県、試験研究機関及び関係
団体５６か所に７７０品種
の情報提供を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①都道府県等の試験場
の協力を得て、平成２
９年度における奨励品
種選定試験等で得られ
た飼料作物の品種特性
等に関する生育項目や
収穫項目等のデータを
延べ８２５品種につい
て収集し、データベー
スへの入力を行った。
②今回のデータの追加
更新により、重複を除
く７７０品種について
最新の情報が閲覧可能
となり、都道府県、試
験研究機関及び関係団
体５６か所に情報の提
供を行った。

エ　実証展示ほの設置等
関係機関等と連携しつ

つ、20か所程度の実証展
示ほの設置及び設置への
協力を行う。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
育成機関等と連携して、

公共牧場等に８６か所の実
証展示ほを設置した。ま
た、すべての実証展示ほに
品種利用者への現地指導を
行うなど、設置への協力を
行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

優良品種を普及する
ため育成機関、都道府
県、市町村、農協等と
協力して実証展示を行
う候補予定ほの選定の
ための現地調査を実施
し、公共牧場等に８６
か所の飼料作物実証展
示ほを設置した。この
うち平成２９年度は、
新たに２１か所を設置
した。また、すべての
実証展示ほに、品種利
用者への肥培管理及び
雑草防除等栽培技術の
現地指導を行うなど、
設置への協力を行っ
た。

（３）飼料作物の遺伝資源の
保存
様々なニーズに対応可能
な飼料作物の品種開発を進
める観点から、飼料作物の遺
伝資源について、関係機関
とも連携しつつ、栄養体保存
等を行う。

（３）飼料作物の遺伝資源の
保存

（３）飼料作物の遺伝資
源の保存

農研機構が行うジーン
バンク事業に協力し、飼
料作物の遺伝資源につい
て、栄養体保存等に取り
組む。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
飼料作物の遺伝資源につ

いて、農研機構の調整の下
で、栄養体保存４２０系
統、種子再増殖１２９系統
及び特性調査１２９系統に
それぞれ取り組んだ。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

４ 国内開発品種の利用
拡大に向けた飼料作物の
種苗の検査

酪肉基本方針等を踏ま
え、優良品種を用いた計
画的な草地更新・単収向
上を推進するためには、
飼料作物の種苗の国際間
流通における品種特性の
維持と品質の確保を図る
ことにより、我が国の多
様な気候に適応した飼料
作物優良品種の育成・普
及することが必要 であ
る。このためセン ター
は、ＩＳＴＡ（国際種子
検査協会）検査所として
認定される水準にある高
度な知識・技術を 活用
し、ＯＥＣＤ品種証明制
度等に基づく検査及び証
明を的確に実施する。

４ 国内開発品種の利用拡
大に向けた飼料作物の種苗
の検査〈以下略〉

４ 国内開発品種の利用
拡大に向けた飼料作物の
種苗の検査
〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
◇OECD品種証明制度等に基
づく飼料作物の種苗の検査
の実施
2/2(B)
◇ISTA検査所としての認定
ステータスの維持
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）ＯＥＣＤ品種証明
制度等に基づく飼料作物
の種苗の検査の実施

ＯＥＣＤ品種証明制度
等に基づく海外増殖用等
の飼料作物の種苗の検査
（ほ場検定、種子検定及
び事後検定）を的確に行
い、合格したものについ
て証明書を発行する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
ＯＥＣＤ品種証明制度等

に基づき、海外増殖用等に
供される飼料作物の種苗の
検査を的確に行い、合格し
たものについて証明書を発
行した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

24



業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（２）ＩＳＴＡ検査所と
しての認定ステータスの
維持

種 苗の検査に係 るマ
ネージメントレビュー、
技能試験、内部監査等の
品質管理活動の実施、Ｉ
ＳＴＡ（国際種子検査協
会）の査察への的確な対
応等によりＩＳＴＡ認定
検査所としての認定ス
テータスを維持する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。方法を記述
する。

＜主要な業務実績＞
種苗の検査に係るマネー

ジメントレビュー、技能試
験、内部監査等の品質管理
活動の実施、ＩＳＴＡの査
察への的確な対応等によ
り、ＩＳＴＡ認定検査所と
しての認定ステータスを維
持した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

５ 調 査 ・ 研 究 及 び講
習・指導

センターは、政策実施
機関として、家畜の育種
改良、飼養管理の改善等
による多様な消費者ニー
ズに対応した、農場から
食卓までを支える 「強
み」のある畜産物生産の
ための「家畜づくり」や
和牛の生産拡大、生乳供
給力の向上、豚の生産能
力の向上、輸出も視野に
入れた畜産物のブランド
化による高付加価値化等
の行政課題の解決や自ら
が行う家畜改良・飼養管
理の改善にも寄与する技
術の調査・研究に取り組
むとともに、国、都道府
県、団体等の依頼に基づ
き実施する講習・指導を
通じて技術の普及に取り
組むこととし、特に次の
業務に重点をおいて、取
組を進めるものとする。

５ 調 査 ・ 研 究 及 び講
習・指導
　〈以下略〉

５ 調 査 ・ 研 究 及 び講
習・指導
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
◇調査・研究
2/2(B)
◇講習・指導
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）調査・研究
調査・研究について

は、センターが実施する
家畜の改良等に応用でき
る技術や行政課題と密接
に関係する調査・研究課
題に重点化し、以下の課
題等に取り組む。
　　〈以下略〉

（１）調査・研究
調査・ 研究 について

は、センターが実施する
家畜の改良等に応用でき
る技術や行政課題と密接
に関係する調査・研究課
題に重点化し、次の取組
を行う。
　〈以下略〉

（１）調査・研究
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
□有用形質関連遺伝子等の
解析
2/2(B)
□食肉の食味に関する客観
的評価手法の開発
3/2(A)
□豚の胚移植技術の開発
2/2(B)
□黒毛和種における短期肥
育技術等の開発
2/2(B)
□放射性セシウム低減技術
等の開発
1/2(C)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(細項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

ア 有用形質関連遺伝子
等の解析

センターが実施するゲ
ノム情報を活用した家畜
の育種改良を効率的に進
めるため、センターの育
種改良集団を用いて有用
形質に係る遺伝子解析を
行い、得られる遺伝子情
報を育種改良に利 用す
る。その際、乳用牛につ
いては繁殖関連遺伝子の
解析を、肉用牛について
は牛肉の食味や飼料利用
性に関連する遺伝子の解
析を、豚についてはラン
ドレース種の繁殖能力及
びデュロック種の産肉能
力に関連する遺伝子の解
析を、鶏については羽色
に関連する遺伝子の解析
を重点的に行う。

ア 有用形質関連遺伝子
等の解析

ゲノム情報を活用した
家畜の育種改良を効率的
に進めるため、保有する
育種集団を用いて有用形
質に係る遺伝子解析を行
い、各畜種について次の
取組を行うことにより、
得られる遺伝子情報を育
種改良に利用する。

ア 有用形質関連遺伝子
等の解析

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
△乳用牛
2/2(B)
△肉用牛
3/2(A)
△豚
2/2(B)
△鶏
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(微項目４×２Ｐ)
合計：９Ｐ
９Ｐ／８Ｐ
＝１.１２５
(11.125／１０)
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（ア）乳用牛
ホルスタイン種の繁殖

性に関連する遺伝子の解
析を重点的に行うことと
し、繁殖性と遺伝子情報
との関連性について、概
ね1,000頭のデータを用い
て調査・解析し、改良へ
の利用について検 討す
る。

（ア）乳用牛
ホルスタイン種の繁殖

性について、解析に必要
な200頭程度のサンプルを
収集し、遺伝子解析情報
との関連性を調査する。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
ホルスタイン種の繁殖性

のうち受胎率、繁殖能力指
数、難産率に関連する８遺
伝子の解析を行うため、２
１０頭の血液サンプルを収
集し、その遺伝子型を調査
したところ、優良型は全体
の２～８７％であった。受
胎率関連遺伝子ＣＴＴＮＢ
Ｐ２ＮＬと未経産受胎率並
びに受胎率関連遺伝子ＰＫ
Ｐ２と初産受胎率、二産受
胎率及び空胎日数の間にお
いて、有意な関連が認めら
れた。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：ホルスタイン種の繁
殖性のうち受胎率（ＣＴＴＮ
ＢＰ２ＮＬ、ＳＥＴＤ６、Ｐ
ＫＰ２、ＣＡＮＣＢ２及びＵ
ＮＣ５Ｃ）、繁殖能力指数
（ＦＡＭ２１３Ａ)及び難産
率（ＳＩＧＬＥＣ１０及びＳ
ＬＣ４４Ａ５)関連遺伝子に
ついて、家畜改良センター繋
養の２１０頭の遺伝子型を調
査したところ、優良型は全体
の２～８７％であった。上記
の遺伝子のうち受胎率関連遺
伝子５種及び繁殖能力指数関
連遺伝子について、未経産受
胎率、初産受胎率、二産受胎
率及び空胎日数の評価値との
関連を調べた。解析には、家
畜改良センター繋養のホルス
タイン種雌を用い、受胎率関
連遺伝子について８１２頭、
繁殖能力指数について３６５
頭を使用した。その結果、Ｃ
ＴＴＮＢＰ２ＮＬと未経産受
胎率並びにＰＫＰ２と初産受
胎率、二産受胎率及び空胎日
数の間において、有意な関連
が認められた。その他の繁殖
関連遺伝子候補として精子無
力症関連遺伝子ＧＡＬＮＴＬ
５、ＭＨＣ領域ＤＱＡ１とＤ
ＲＢ３遺伝子及び受胎率関連
遺伝子ＣＯＱ９について、血
液からのダイレクトシーケン
ス法による型判定法を確立し
た。

（ウ）豚
ランドレース種におけ

る繁殖能力と遺伝子情報
及びデュロック種におけ
る産肉能力と遺伝子情報
との関連性について、そ
れぞれ概ね600頭及び概ね
900頭のデータを用いて調
査・解析し、関連する遺
伝子領域を探索する。

（ウ）豚
豚 の繁殖能力に つい

て、解析に必要なランド
レース種100頭程度のサン
プルを収集し、遺伝子多
型を調査する。また、産
肉能力について、解析に
必要なデュロック種200頭
程度のサンプルを収集
し、遺伝子多型を調査す
る。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
豚の繁殖能力について

は、ランドレース種の後代
１６４頭からサンプルを収
集し、１５８頭について繁
殖関連遺伝子の多型を調査
した。また、産肉能力につ
いては、デュロック種の後
代２００頭からサンプルを
収集し、成長及び肉質関連
遺伝子の多型を調査した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

ランドレース種の母
豚の繁殖能力を改良す
るため、平成２８年度
より育種素材を導入し
つつ能力向上を図る開
放型育種集団の構築を
開始した。その集団の
後代１６４頭からサン
プルを収集し、１５８
頭について繁殖関連遺
伝子の多型を調査し
た。また、デュロック
種の発育能力を改良す
るため、前述同様、２
８年度より開放型育種
集団の構築を開始し
た。その集団の後代２
００頭からサンプルを
収集し、成長及び肉質
関連遺伝子の多型を調
査した。

＜評定と根拠＞
「A」
根拠：
　理化学特性データを有す
る黒毛和種（１２５頭）に
ついて、牛肉中イノシン酸
及びタウリン含量に強く関
連のあるＳＮＰ遺伝子型の
分析を行い、遺伝子型と表
型値の関係を調査した結
果、両方において優良ホモ
型の表型値は、ヘテロ型及
び非優良ホモ型よりも有意
に高い値であった。家畜改
良センターが保有する様々
なウシ品種について、牛肉
中タウリン含量に強く関連
のあるＳＮＰの遺伝子型頻
度を調査した結果、品種に
よって優良ホモ型、ヘテロ
型及び非優良ホモ型の頻度
が大きく異なっていた。
また、飼料摂取量データ等
を有する家畜改良センター
奥羽牧場の肥育牛９６頭の
ＤＮＡサンプルを収集し、
それら９６頭を含まない別
の２１３頭のＳＮＰ情報を
収集した。

（イ）肉用牛
　黒毛和種における牛肉
の食味や飼料利用性に関
連する遺伝子の解析を重
点的に行うこととし、牛
肉の食味に関連する遺伝
子の解析について、概ね
200頭のデータを用いて調
査・解析し、改良への利
用について検討する。ま
た、飼料利用性と遺伝子
情報との関連性につい
て、概ね400頭のデータを
用いて調査・解析し、関
連する遺伝子領域を探索
する。

（イ）肉用牛
　理化学特性データを有
する黒毛和種40頭程度の
サンプルを収集し、遺伝
子多型調査を実施する。
飼料利用性に関するデー
タを有する80頭程度のサ
ンプルを収集する。

Ｓ：計画の１１０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１１０％以上
Ｂ：計画の９０％以上、
１１０％未満
Ｃ：計画の７０％以上、
９０％未満
Ｄ：計画の７０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
　理化学特性データを有す
る黒毛和種１２５頭のサン
プルを新たに収集し、前年
度のサンプルと合わせて牛
肉中イノシン酸及びタウリ
ン含量に強く関連のあるＳ
ＮＰ遺伝子型と表型値の関
係を調査した結果、両方に
おいて優良ホモ型の表型値
は、ヘテロ型及び非優良ホ
モ型よりも有意に高い値で
あったことを確認した。
　また、飼料摂取量データ
等を有する、家畜改良セン
ター奥羽牧場の肥育牛９６
頭のＤＮＡサンプルを収集
した。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（エ）鶏
軍鶏系種における羽色

と遺伝子情報との関連性
について、概ね2,000羽の
データを用いて調査・解
析し、好ましくない遺伝
子型を探索すると とも
に、経済形質との関連を
検討する。

（エ）鶏
約400羽の軍鶏系種サン

プルとその羽色情報を収
集し、羽色遺伝子型を解
析する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
鶏の羽色については軍鶏

系種８３４系統５４０羽の
サンプルを収集し、５４０
羽を含む集団のふ化時の羽
色パターンを確認し、その
うち特徴的な羽色を持つ４
６羽については経時的変化
を確認した。５４０羽につ
いて、黒色、赤褐色羽装に
関わる遺伝子を調査した結
果、赤褐色を示す遺伝子型
で固定されており、黒色因
子を保有していないことを
確認した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：

軍鶏系種８３４系統
５４０羽の血液サンプ
ルを収集し、５４０羽
を含む集団のふ化時の
羽色パターンを確認
し、そのうち特徴的な
羽色を持つ４６羽につ
いては経時的変化を確
認した。黒色、赤褐色
羽装に影響を与えるＭ
Ｃ１Ｒ遺伝子☆は、地
鶏固有の羽色を発現さ
せるために重要な遺伝
子の一つであり、その
ＭＣ１Ｒ遺伝子の遺伝
子型について、５４０
羽を調査した結果、赤
褐色を示す遺伝子型
（ｅ＋とｅｙ）で固定
されており、黒色因子
（Ｅ）を保有していな
いことが確認された。

イ 食肉の食味に関する
客観的評価手法の開発

多様化する消費者の
ニーズに対応したおいし
い食肉を生産するため、
新たなおいしさの指標の
検討と、簡易な分析方法
の開発により、家畜の選
抜への利用に向けて取り
組む。また、輸出拡大の
観点を踏まえ、外国人の
黒毛和牛肉に対する嗜好
性に関連する調査 を行
い、今後の輸出拡大先と
して最も期待される欧米
人の味覚も意識した官能
評価を実施する。

イ 食肉の食味に関する
客観的評価手法の開発

多様化 する 消費者の
ニーズに対応した家畜改
良やおいしい食肉生産を
推進するため、第３期中
期目標期間における取組
を踏まえつつ、新たなお
いしさの指標の家畜の選
抜への利用や、輸出拡大
に向けた外国人の黒毛和
牛肉に対する嗜好性を把
握するため、次の取組を
行う。

イ 食肉の食味に関する
客観的評価手法の開発

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
△新たな食肉のおいしさの
指標の検討等
2/2(B)
△外国人の黒毛和種牛肉に
対する嗜好性に関連する調
査
3/2(A)

＜評定と根拠＞
「A」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
５Ｐ／４Ｐ＝１.２５
(１２．５/１０)

（ア）新たな食肉のおい
しさの指標の検討等

食味に関連する官能評
価と理化学分析の関連性
について、特に風味を重
視して調査し、新たなお
いしさの指標に関する検
討を行うとともに、食肉
成分の簡易測定装置を用
いた調査を行い、食肉の
おいしさに関連する簡易
な分析方法を開発する。
これらの結果を踏まえ、
家畜の選抜への利用につ
いて検討する。

（ア）新たな食肉のおい
しさの指標の検討等

食味に関連する官能評
価を実施するとともに、
食味に関与する理化学分
析項目の調査を行い、食
味に関連する評価指標を
検討する。また、食味に
関連する簡易な分析方法
を開発するため、食肉成
分の簡易測定装置による
測定値と官能評価及び理
化学分析との関連性を調
査する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛肉においては、平成２

８年度に確定させた香気成
分分析手法に基づき、香気
成分を含む理化学分析項目
と官能評価結果との関連性
を調査した。豚肉において
は、２８年度に確立した、
筋肉と皮下脂肪を２：１の
割合で混合しミンチ状にす
るサンプル調製方法に基づ
いて官能評価を実施し、理
化学分析項目との関連性を
調査した。鶏肉においても
風味を重視した官能評価結
果と理化学分析項目との関
連性を調査した。
また、食味成分の簡易測定
装置による測定値と官能評
価値及び理化学分析値との
解析を行い、牛肉及び豚肉
についてそれぞれ関連性を
調査し、計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

ウ 豚の胚移植技術の開
発

豚の改良を効率的に進
める上では、疾病リスク
を低減するため、胚を利
用した優良種畜等の産子
生産が望ましいが、生産
現場ではその技術が確立
されていないことから、
生産現場でも利用可能な
豚胚のガラス化保存技術
等を活用した胚移植技術
等の開発に取り組 む。
〈以下略〉

ウ 豚の胚移植技術の開
発

豚の改良を効率的に進
める上で有効な疾病リス
クを低減した優良種豚等
の産子生産を実現するた
め、生産現場でも利用可
能な豚胚のガラス化保存
技術等を活用した胚移植
技術等の確立に向けて、
次の取組を行う。

ウ 豚の胚移植技術の開
発

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

〈主要な業務実績〉
△ガラス化胚の融解方法の
調査・検討
2/2(B)
△非外科的移植器具の試
作・調査
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）

＜評定と根拠＞
「A」
根拠：
①　本調査研究の目的は、
黒毛和牛肉の輸出拡大戦略
に寄与するために、外国人
の黒毛和種牛肉に対する嗜
好性データベースを作成す
ることである。このため、
２８年度に確定させた外国
人を対象とした嗜好性調査
及び官能評価の手法に基づ
き、２９年度は可能な限り
多くの嗜好性データを収集
した。
②　嗜好型官能評価☆で提
供する牛肉の調理方法は焼
肉の薄切り（６×４×０．
２５ｃｍ）とし、一人の評
価者に対して焼肉の薄切り
を２枚提供し、アンケート
に回答してもらう手法とし
た。本調査では、黒毛和牛
肉の特徴の一つである和牛
香☆☆に焦点をあて、試食
した黒毛和牛肉に近い香り
として和牛香への寄与が示
唆されている香気成分を含
むミルク、ココナッツ、ト
ウモロコシ及びバターの何
れかを選択した人は、和牛
香を識別できたと判断する
こととした。次に、試食肉
を好むか好まないか、また
その理由を調査することに
よって、和牛香を識別し、
和牛香を含む「風味」を好
みの理由として回答する者
が多い国には、和牛香を販
売ツールの一つとして利用
できるものと考え、和牛香
を識別しない又は「やわら
かさ」や「ジューシーさ」
を好みの理由として回答す
る者が多い国には、脂肪交
雑を販売ツールとして利用
できるものと考えた。さら
に、各国の牛肉の脂肪交雑
割合及び頻繁に食べる牛肉
料理を調査し、黒毛和牛肉
において同程度の脂肪交雑
を有するロース以外の需要
の拡大に有益な情報を収集
することとした。
③　２９年度は、第１回”
日本の食”輸出ＥＸＰＯ
（２９年１０月）において
２２３名及びＦＯＯＤＥＸ
ＪＡＰＡＮ２０１８（３０
年３月）において４２４名
の嗜好性データを収集し、
これは２８年度のＦＯＯＤ
ＥＸ　ＪＡＰＡＮ２０１７
において収集した１６８名
のデータ数を大幅に上回る
ものであり、計画以上に進
捗した。

＜主要な業務実績＞
　黒毛和牛肉の輸出拡大戦
略に寄与するために、平成
２８年度に確定させた外国
人を対象とした嗜好性調査
及び官能評価の手法に基づ
き、嗜好性調査及び官能評
価を実施した。調査は外国
人が多く集まった第１回”
日本の食品”輸出ＥＸＰＯ
及びＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰ
ＡＮ２０１８において計画
通り実施し、合計６４７名
の嗜好性データを得た。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

（イ）外国人の黒毛和種
牛肉に対する嗜好性に関
連する調査
　欧米人等の外国人の黒
毛和種牛肉に対する嗜好
性を調査するとともに、
外国人を評価者とした官
能評価を実施する。

（イ）外国人の黒毛和種
牛肉に対する嗜好性に関
連する調査
　欧米人等の外国人の黒
毛和牛肉に対する嗜好性
の調査及び官能評価を実
施し、早期にとりまとめ
を行う。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（ア）ガラス化胚の融解
方法の調査・検討

生産現場でも利用可能
な豚胚のガラス化保存技
術を開発し、当該技術の
利用により豚を生 産す
る。

（ア）ガラス化胚の融解
方法の調査・検討

平成28年度に有効性が
明らかになった融解条件
により、豚ガラス化胚の
移植試験を行い、受胎性
を調査する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
平成２８年度の調査試験

において、融解液が入った
シリンジを３８℃で保温す
ることにより、融解液の量
及び差し込む胚スティック
の本数に関わらず、融解液
の温度変化を１℃以内に抑
えられることを確認した。
そこで２９年度は、豚の体
温３８℃より１℃高い３
９℃に保温した融解液の
入ったシリンジ内に直接、
胚スティックを差し込む手
法で融解し、胚スティック
から遊離した胚の外科移植
により、受胎率８０％と高
い結果を得た。また、差し
込む胚スティックの本数が
２本以上になると融解液量
１．５ｍｌよりも３ｍｌが
適当であることを培養試験
により明らかにした。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

エ 黒毛和種における短
期肥育技術等の開発

家畜改良増殖目標に掲
げる肉用牛の肥育期間の
短縮や飼料利用性の向上
の実現に資するため、肉
用牛生産の飼養管理技術
の高度化等により、早期
に十分な体重に達し、現
状と同程度の脂肪交雑が
入る黒毛和種における短
期肥育技術等の開発に取
り組む。その際、短期肥
育に向けた飼養技術の改
善、１年１産の実現に向
けた子牛の早期離乳プロ
グラムの開発に取 り組
み、肥育期間短縮による
牛肉の生産コスト低減を
実証するとともに、肉質
の特性評価を行い、消費
者や食肉流通業者の短期
肥育に対する理解醸成の
ための情報提供を行う。
〈以下略〉

エ 黒毛和種における短
期肥育技術等の開発

早期に十分な体重に達
し、現状と同程度の脂肪
交雑が入る黒毛和種にお
ける短期肥育技術等の開
発に取り組むとともに、
当該技術の普及を図るた
め、次の取組を行う。

エ 黒毛和種における短
期肥育技術等の開発

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△短期肥育技術の開発
2/2(B)
△子牛の早期離乳プログラ
ムの開発
2/2(B)
△短期肥育による牛肉の生
産コスト低減の実証
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）非外科的移植器具
の試作・調査
　平成28年度の調査結果
等を基に、操作性を高め
るため器具の改善を行う
とともに移植試験を行
い、受胎性を調査する。

（イ）非外科的移植器具
の試作・調査
　融解後の胚の非外科的
移植技術を開発し、当該
技術により豚を生産す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　経産豚と比較して子宮頸
管が狭く、従来の移植器具
では挿入が困難な未経産豚
にも利用可能な子宮体部非
外科移植器具を平成２８年
度に試作した。２９年度は
この試作器を用いて移植試
験を行い、受胎性を調査す
ることにより開発器具の検
証を行うことを目的とし
た。試作した器具を用いた
５頭の未経産受胚豚への実
験室内で融解したガラス化
胚の移植で、８０％の受胎
率、６０％の分娩率及び１
４頭の産子を得たことによ
り試作器の有効性を実証し
た。
さらに、受胚豚の生殖器を
傷つけにくいように改良し
た試作器（６号）を完成さ
せ、初心者でも平均２分４
２秒で挿入操作が完了でき
ること及び器具の操作性向
上を確認した。一方、宮崎
牧場における実証試験とし
て、試作器（６号）を用い
た初心者による移植を５頭
実施したが、受胎には至ら
なかった。なお、初心者と
は豚のＡＩに習熟している
が非外科移植器具の操作経
験が１０例以下の者と定義
した。
開発した移植器具について
は、３０年２月に特許出願
を行った。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（ア）短期肥育技術の開
発

短期肥育に向けた飼養
技術の改善を行い、平成
32年度末までに出荷月齢
24～26か月齢において、
枝肉重量を概ね480kg以上
とする短期肥育技術を開
発する。また、肉質の特
性評価を行い、消費者や
食肉流通業者の短期肥育
に対する理解醸成のため
の情報提供を行う。

（ア）短期肥育技術の開
発

短期肥育技術を開発す
るため、肥育牛の飼料摂
取量、発育性及び産肉性
を調査する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施さ　れた。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
短期肥育技術を開発する

ため、肥育牛の飼料摂取
量、発育性及び産肉性を調
査し、その結果を取りまと
めるなど、計画どおり実施
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）子牛の早期離乳プ
ログラムの開発

１年１産の実現に向け
た子牛の飼養技術の改善
を行い、平成32年度末ま
でに８か月齢時の体重を
概ね270kg以上とする子牛
の早期離乳プログラムを
開発する。

（イ）子牛の早期離乳プ
ログラムの開発

子牛の早期離乳プログ
ラムを開発するため、哺
乳期及び育成期における
飼料の給与量と子牛の発
育性を調査する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
子牛の早期離乳プログラ

ムを開発するため、哺乳期
の飼養管理が育成期の発育
に及ぼす影響を調査した。
哺乳期間及び１日最大哺乳
量について、それぞれ異
なった設定で哺乳した牛群
間の８か月齢時体重及び８
か月齢目標体重（２７０ｋ
ｇ）の達成率を比較した。
また、生時体重に応じた哺
乳プログラムの検討とし
て、生時体重の小さい個体
群に通常濃度の約１．４倍
の代用乳を給与した場合の
離乳までの発育性を調査
し、計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）短期肥育による牛
肉の生産コスト低減の実
証

出荷月齢24～26か月齢
とした場合の肥育期間の
短縮による牛肉の生産コ
ストを調査し、一般的な
肥育方法に比べて生産費
が低減されることを実証
する。

（ウ）短期肥育による牛
肉の生産コスト低減の実
証

平成28年度に検討した
肥育試験における評価調
査項目に関するデータを
収集するとともに、短期
肥育により得られた牛肉
の生産コスト等について
調査する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
平成２８年度に検討・設

定した肥育試験調査項目に
関するデータを収集し、出
荷が終了した試験区の調査
牛のデータを用いて、短期
肥育における収益性につい
て試算し、慣行肥育に対し
て約２２％の増収効果を確
認した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

オ 放射性セシウム低減
技術等の開発

東京電力福島第一原子
力発電所事故により影響
を受けた被災地の畜産の
復興を支援するため、大
学等の関係機関と連携を
図りつつ、放射性セシウ
ムの低減技術等の開発に
取り組む。その際、飼養
実態に即した清浄な飼料
による「飼い直し」期間
の設定や放射性セシウム
を吸収しにくい牧草の調
査に取り組む。
〈以下略〉

オ 放射性セシウム低減
技充等の開発

東京電力福島第一原子
力発電所事故により影響
を受けた被災地の畜産の
復興を支援するため、次
の取組を行う。

オ 放射性セシウム低減
技術等の開発

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△放射性セシウムの移行・
吸収調査
1/2(C)
△放射性セシウムを吸収し
にくい牧草の探索・調査
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「C」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：３Ｐ
３Ｐ／４Ｐ＝０.７５
(７．５/１０)
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

（イ）放射性セシウムを
吸収しにくい牧草 の探
索・調査

福島県において栽培可
能な牧草を栽培し、放射
性セシウムを吸収しにく
い牧草の探索やその特性
の調査に取り組む。

（イ）放射性セシウムを
吸収しにくい牧草の検
索・調査

小規模の実験ほ場を利
用し、福島県において栽
培可能な放射性セシウム
を吸収しにくい草種を探
索する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
小規模の実験ほ場を利用

し、福島県において栽培可
能な放射性セシウムを吸収
しにくい草種を探索するた
め、イネ科牧草８草種１５
品種の牧草中放射性セシウ
ム濃度及び土壌から牧草へ
の放射性セシウムの移行を
調査した。トールフェスク
は、３番草でやや濃度が上
昇したものの、１番草、２
番草、いずれも放射性セシ
ウム濃度が低く推移する結
果を得られ、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）講習・指導
講習・指導について、

研究機関等で開発された
技術を生産現場に普及す
るため、国、都道府県、
団体等からの依頼に基づ
き実施する中央畜産技術
研修会、個別研修、海外
技術協力等の研修につい
て、可能な限り実施する
ものとする。なお、これ
ら研修等の実施に当たっ
ては、研修内容の充実に
努めるものとする。
〈以下略〉

（２）講習・指導
研究機関等で開発され

た技術を生産現場に普及
するため、国、都 道府
県、団体等からの依頼に
基づき実施する中央畜産
技術研修会、個別研修、
海外技術協力等の研修に
ついて可能な限り実施す
る。なお、これら研修等
の実施に当たっては、研
修内容の充実に努めると
ともに、受講者が理解し
易いよう講師の選定やカ
リキュラムを工夫するこ
となどにより、講習内容
の理解度の向上に努め、
理解度が80％以上となる
よう取り組む。
〈以下略〉

（２）講習・指導
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□中央畜産技術研修会の開
催
2/2(B)
□個別研修等の実施
2/2(B)
□海外技術協力の実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(細項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

＜評定と根拠＞
「C」
根拠：
①　肉用牛（黒毛和種）雌
牛１０頭に対し清浄飼料に
よる飼直しを行い、生体内
の移行・吸収動態及び減衰
状況を確認するため、平成
２９年度は、国が定める暫
定許容値（１００Ｂｑ／Ｋ
ｇ）の放射性セシウムを含
む飼料の確保が困難である
ことから、核分裂で生成さ
れた放射性Ｃｓと化学的に
同じ元素である放射線を放
出しない安定同位体Ｃｓ
(塩化セシウム：ＣｓＣ
ｌ）を使用した。塩化セシ
ウムを純水に溶かした投与
溶液を供試牛に投与し、飼
い直し後、家畜の体内に含
まれる塩化セシウムの濃度
を把握するため、飼い直し
期間中の血液、尿、糞並び
に解体時の牛肉（咬筋、最
長筋、大腰筋、大腿筋、
ネック）及び臓器（心臓、
肝臓、腎臓）よりサンプル
を採取した。
②　採取したサンプルによ
り生体内の塩化セシウムの
減衰状況を北里大学におい
て分析をするため、ラット
を用いた予備的知見等に基
づき、北里大学においてＩ
ＣＰ－ＭＳ分析装置を用い
て検量線を作成した。
③　３０年４月から、北里
大学の協力により検量線に
あてはめてサンプルの分析
を実施する予定である。ま
た、分析で得られたデータ
を基に減衰期間の検討を行
う予定である。

＜主要な業務実績＞
　放射性セシウムに汚染さ
れた飼料の給与による放射
性セシウムの移行・吸収動
態を調査するため、放射性
セシウムと科学的に同じ元
素であり牛体内で同様の動
態をする非放射性の塩化セ
シウムを投与した後、生体
内の塩化セシウムの減衰状
況について調査した。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

（ア）放射性セシウムの
移行・吸収調査
　放射性セシウムに汚染
された飼料の給与による
放射性セシウムの移行・
吸収動態を調査するとと
もに、清浄飼料の給与に
よる牛生体内の放射性セ
シウムの減衰期間を検討
する。

（ア）放射性セシウムの
移行・吸収調査
　牧草から家畜（肉用
牛）への放射性セシウム
の移行・吸収動態を調査
し、牛生体内の放射性セ
シウムの減衰期間に基づ
く、適切な「飼い直し」
期間を設定する。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

ア 中央畜産技術研修会
の開催

農林水産省が策定した
中央畜産技術研修計画に
基づき中央畜産技術研修
会を開催する。

なお、研修内容に関す
るアンケート調査を実施
し、農林水産省との連携
を図り、研修内容の充実
に努めるとともに、受講
者が理解し易いよう講師
の選定やカリキュラムを
工夫することなどによ
り、講習内容の理解度の
向上に努め、理解度が
80％以上となるよう取り
組む。

指標＝研修内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
農林水産省が策定した中

央畜産技術研修計画に基づ
き中央畜産技術研修会を２
１回開催し、６８８名が受
講した。
なお、前年度の研修内容に
関するアンケート調査の結
果は、農林水産省で開催す
る中央畜産技術研修会推進
会議でのカリキュラム検討
に活用され、理解度の低い
講義については講師を変更
する、関連性の高い講義を
連続させるように日程変更
するなど改善を行った結
果、理解度について、受講
者（聴講生を除く）６２５
名 の う ち ５ ４ ８ 名 （ ８
８％）が「よく理解」又は
「ほぼ理解」と回答した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①農林水産省が策定し
た中央畜産技術研修計
画に基づき中央畜産技
術研修会を２１講座開
催し、６８８名が受講
した。
②前年度の研修内容に
関するアンケート調査
の結果は、農林水産省
で開催する中央畜産技
術研修会推進会議での
カリキュラム検討に活
用され、理解度の低い
講義については講師を
変更する、関連性の高
い講義を連続させるよ
うに日程変更するなど
改善を行った結果、理
解度について、受講者
（聴講生を除く）６２
５名のうち５４８名
（８８％）が「よく理
解」又は「ほぼ理解」
と回答した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
①センターが都道府
県、団体等の依頼に基
づいて研修内容の設定
等を行い開催する個別
研修については、イン
ターネット等を通じて
関係者への周知を図
り、本所及び１０牧
場・支場において、３
７機関等から依頼の
あった９４名を対象に
実施した。なお、研修
の初日に研修生の技術
水準を確認し、講師を
務めるセンター職員が
研修生の水準に合わせ
た研修内容とした結
果、研修後の理解度調
査において、研修生９
４名のうち８７名（９
３％）が「よく理解」
又は「ほぼ理解」と回
答した。
②このほか、団体等が
開催する研修について
は、本所及び３牧場に
おいて研修施設の提供
等を行い、２２機関
１，０９０名を受け入
れて実施した。

＜主要な業務実績＞
　都道府県、団体等からの
依頼に基づく個別研修につ
いて、本所及び１０牧場・
支場において実施した。
なお、研修の初日に研修生
の技術水準を確認し、研修
生の水準に合わせた研修内
容とした結果、研修後の理
解度調査において、研修生
９４名のうち８７名（９
３％）が「よく理解」又は
「ほぼ理解」と回答した。

指標＝研修内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

イ　個別研修等の実施
　都道府県、団体等から
の依頼に基づく個別研修
等の研修について、可能
な限り実施する。
　なお、これら研修等の
実施に当たっては、研修
内容の充実に努めるとと
もに、受講者が理解し易
いよう講師の選定やカリ
キュラムを工夫すること
などにより、講習内容の
理解度の向上に努め、理
解度が80％以上となるよ
う取り組む。
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業務実績 自己評価
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 本所にて、（独）
国際協力機構からの依
頼に基づき、海外から
の集団コースとして１
５名（マダガスカル３
名、ナイジェリア２
名、ベトナム２名、
フィジー２名、パプア
ニューギニア１名、パ
キスタン２名、ミャン
マー２名、インドネシ
ア１名）を受け入れ
た。なお、同研修は奥
羽牧場及び長野支場に
おいても受け入れた。
② 本所及び岩手牧場
にて（独）国際協力機
構からの依頼に基づ
き、パキスタン国から
２名を受け入れた。
③ 本所にて（公社）
日本獣医師会からの依
頼に基づき、３件３名
（インドネシア、タ
イ、韓国）を受け入れ
た。
④ 十勝牧場にて、
（一社）Ｔｈｅ　Ｅａ
ｒｔｈ　Ｃａｆｅから
の依頼に基づき、カン
ボジア、マラウィ、パ
レスチナ、サモア、ザ
ンビアから８名を受け
入れた。
⑤ 十勝牧場にて、帯
広畜産大学からの依頼
に基づき、２コース２
４名（アフガニスタン
ほか１２か国）を受け
入れた。
⑥ 十勝牧場にて、北
海道中小企業同友会か
らの依頼に基づき、
キューバ、ガーナ、マ
レーシア、セネガル、
スーダンから７名を受
け入れた。
⑦ 受入に当たって
は、依頼先からの要請
に基づいたカリキュラ
ムを作成し、センター
の人材、施設、家畜を
活用して効率的に実施
した。
⑧ 事前に収集した研
修員の情報や中間報告
会での研修員の理解に
応じてカリキュラムを
工夫した結果、理解度
について滞在型の参加
者全員が「よく理解」
と回答した。
⑨ なお、団体等から
の専門家及び調査員の
派遣依頼はなかった。

指標＝研修内容の理解度

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

ウ　海外技術協力の実施
　団体等からの依頼に基
づく海外技術協力の研修
等について、可能な限り
実施する。
　研修の内容については
依頼先からの要請に基づ
き対応し実施する。
　なお、これら研修等の
実施に当たっては、研修
内容の充実に努めるとと
もに、受講者が理解し易
いよう講師の選定やカリ
キュラムを工夫すること
などにより、講習内容の
理解度の向上に努め、理
解度が80％以上となるよ
う取り組む。

＜主要な業務実績＞
　団体等からの依頼に基づ
く海外技術協力の研修を実
施し、５９名を受け入れ
た。
なお、研修の内容は、依頼
先からの要請に基づき対応
するとともに、事前に収集
した研修員の情報や中間報
告会での研修員の理解に応
じカリキュラムを工夫した
結果、理解度について滞在
型の参加者全員が「よく理
解」と回答した。

33



業務実績 自己評価
６ 家畜改良増殖法等に
基づく検査

家畜改良増殖法、種苗
法及びカルタヘナ法に規
定する検査等について、
事務実施機関とし て中
立・公正な立場にあるセ
ンターが、その有する家
畜の改良増殖、飼料作物
種苗の生産等に関する技
術・知見・人材を 活用
し、これら検査等を的確
に実施し、法の適切な執
行に貢献する。

６ 家畜改良増殖法等に
基づく検査
〈以下略〉

６ 家畜改良増殖法等に
基づく検査
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇家畜改良増殖法に基づく
立入検査等
2/2(B)
◇種苗法に基づく指定種苗
の集取及び検査
2/2(B)
◇カルタヘナ法に基づく立
入検査等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ(小項目３
×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
(１０／１０)

（１）家畜改良増殖法に
基づく立入検査等

家畜改良増殖法第35条
の２第１項の規定に基づ
き、同条第２項の農林水
産大臣の指示に従い、立
入り、質問、検査及び収
去を的確に実施する。
〈以下略〉

（１）家畜改良増殖法に
基づく立入検査等

家畜改良増殖法第35条
の２第１項の規定に基づ
き、同条第２項の農林水
産大臣の指示に従い、立
入り、質問、検査及び収
去が的確に実施できるよ
う、立入検査等の実施に
必要な能力等を有する職
員を概ね20名確保すると
ともに、検査員の確保の
ための職員に対する講習
を毎年度、１回以上実施
する。
〈以下略〉

（１）家畜改良増殖法に
基づく立入検査等

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□立入検査等の実施
(－)
□検査員の確保
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：２Ｐ(細項目１
×２Ｐ)
合計：２Ｐ
２Ｐ／２Ｐ＝１.０
(１０／１０)

ア　立入検査等の実施
家畜改良増殖法第35条

の２第１項の規定に基づ
き、同条第２項の農林水
産大臣の指示に従い、立
入り、質問、検査及び収
去を的確に実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
家畜改良増殖法第３５条

の２第２項の農林水産大臣
の指示はなかった。

＜評定と根拠＞
「－」
根拠：
農林水産大臣からの指
示がなかったため評価
は行わない。

イ　検査員の確保
農林水産大臣の指示に

従い、立入り、質問、検
査及び収去を的確に実施
するため、立入検査等の
実施に必要な能力等を有
する職員を概ね20名確保
するとともに、検査員の
確保のための職員に対す
る講習を１回以上実施す
る。

指標＝種畜検査員の確保

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及
び収去を的確に実施するた
め、立入検査等の実施に必
要な能力等を有する職員を
２４名確保するとともに、
検査員の確保のための職員
に対する講習を１回実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 立入検査等の実施
に必要な能力等を有す
る職員について、異動
により２名減となった
ため、各場に少なくと
も１名確保できるよ
う、技術、見識及び経
験に優れた種畜検査員
３名を新たに指定し
た。その結果、平成２
９年度末現在で２４名
となった。
② 立入検査等の実施
に必要な能力等を有す
る職員から、見識及び
経験に優れた種畜検査
員７名を対象とし、立
入検査に関する講習を
１回実施した。

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（２）種苗法に基づく指
定種苗の集取及び検査

種苗法第63条第１項の
規定に基づき、同条第２
項の農林水産大臣の指示
に従い、指定種苗の集取
及び検査を的確に実施す
る。
〈以下略〉

（２）種苗法に基づく指
定種苗の集取及び検査

種苗法第63条第１項の
規定に基づき、同条第２
項の農林水産大臣の指示
に従い、指定種苗の集取
及び検査を的確に実施で
きるよう、指定種苗の集
取及び検査に必要な能力
等を有する職員を概ね10
名確保するとともに、検
査員の確保のための職員
に対する講習を毎年度、
１回以上実施する。
〈以下略〉

（２）種苗法に基づく指
定種苗の集取及び検査
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□指定種苗の集取及び検査
の実施
2/2(B)
□検査員の確保
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(細項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）

ア 指定種苗の集取及び
検査の実施

種苗法第63条第１項の
規定に基づき、同条第２
項の農林水産大臣の指示
に従い、指定種苗の集取
及び検査を的確に実施す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
種苗法第６３条第２項の

農林水産大臣の指示に従
い、５９業者１,１２２点の
指定種苗の集取及び検査を
実施するとともに、同条第
３項に基づき農林水産大臣
に報告した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　検査員の確保
農林水産大臣の指示に

従い、指定種苗の集取及
び検査を的確に実施する
ため、指定種苗の集取及
び検査に必要な能力等を
有する職員を概ね10名確
保するとともに、検査員
の確保のための職員に対
する講習を１回以上実施
する。

指標＝検査員の確保数

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
農林水産大臣の指示に従

い、指定種苗の集取及び検
査を的確に実施するため、
指定種苗の集取及び検査に
必要な能力等を有する職員
を１４名確保するととも
に、検査員の確保のための
職員に対する講習を１回実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 農林水産大臣の指
示に従い、指定種苗の
集取及び検査を的確に
実施するため、指定種
苗の集取及び検査に必
要な能力等を有する職
員を新たに３名任命し
た。また、異動により
２名免じることとなり
平成２９年度末現在の
検査員は１４名となっ
た。
② 指定種苗の集取及
び検査に必要とされる
法令知識及び実務にお
ける留意点に関し、検
査員の確保のための職
員に対する講習を１回
実施した。

（３）カルタヘナ法に基
づく立入検査等

カルタヘナ法第32条第
１項の規定に基づき、同
条第２項の農林水産大臣
の指示に従い、立入り、
質問、検査及び収去を的
確に実施する。
〈以下略〉

（３）カルタヘナ法に基
づく立入検査等

カルタヘナ法第32条の
規定に基づき、同条第２
項の農林水産大臣の指示
に従い、立入り、質問、
検査及び収去を的確に実
施できるよう、立入検査
等の実施に必要な能力等
を有する職員を概ね10名
確保するとともに、検査
員の確保のための職員に
対する講習を毎年度、１
回以上実施する。
〈以下略〉

（３）カルタヘナ法に基
づく立入検査等
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□立入検査等の実施
(－)
□検査員の確保
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：２Ｐ
(細項目１×２Ｐ)
合計：２Ｐ
２Ｐ／２Ｐ＝１.０
（１０／１０）

ア　立入検査等の実施
カルタヘナ法第32条第

１項の規定に基づき、同
条第２項の農林水産大臣
の指示に従い、立入り、
質問、検査及び収去を的
確に実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
カルタヘナ法第３２条第

２項の農林水産大臣の指示
はなかった。

＜評定と根拠＞
「－」
根拠：

農林水産大臣からの
指示がなかったため評
価は行わない。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

イ　検査員の確保
農林水産大臣の指示に

従い、立入り、質問、検
査及び収去を的確に実施
するため、立入検査等の
実施に必要な能力等を有
する職員を概ね10名確保
するとともに、検査員の
確保のための職員に対す
る講習を１回以上実施す
る。

指標＝立入検査員の確保
数

Ｓ：計画の１２０％以上
であり、かつ、特に優れ
た成果が認められる
Ａ：計画の１２０％以上
Ｂ：計画の１００％以
上、１２０％未満
Ｃ：計画の８０％以上、
１００％未満
Ｄ：計画の８０％未満、
又は業務運営の改善等必
要な措置が必要と認めら
れる

＜主要な業務実績＞
農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及
び収去を的確に実施するた
め、立入検査等の実施に必
要な能力等を有する職員を
１１名確保するとともに、
検査員の確保のための職員
に対する講習を１回実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
① 立入検査等の実施
に必要な能力等を有す
る職員を新たに２名任
命した。また、異動に
より３名免じることと
なり、平成２９年度末
現在の検査員は１１名
となった。
② 立入検査等の実施
に必要とされる法令知
識及び実務における留
意点に関し、検査員の
確保のための職員に対
する講習を１回実施し
た。

７ 牛トレーサビリティ
法に基づく事務等

牛トレーサビリティ法
に規定する牛の個体識別
のための情報の適正な管
理及び伝達に係る事務等
について、事務実施機関
として中立・公正な立場
にあるセンターが、その
有する関連技術・知見・
人材を活用し、これら事
務等を的確に実施し、法
の適正な執行に貢 献す
る。その際、牛個体識別
台帳に記録・保存してい
る情報は重要な情報であ
り、かつ、個人情報を含
むことから、情報セキュ
リティ対策を一層強化し
ながら適切に実施する。

７ 牛トレーサビリティ
法に基づく事務等

牛トレーサビリティ法
に規定する牛の個体識別
のための情報の適正な管
理及び伝達に係る事務等
について、情報セキュリ
ティ対策を一層強化しな
がら適切に実施す るた
め、次の取組を行う。

７ 牛トレーサビリティ
法に基づく事務等
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇牛トレーサビリティ法に
基づく委任事務の実施
2/2(B)
◇利用者ニーズ等を踏まえ
たシステムの開発・改修等
の実施
2/2(B)
◇家畜伝染性疾病の発生等
に伴う緊急検索への対応
2/2(B)
◇牛個体識別に関するデー
タの活用推進
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：８Ｐ
(小項目４×２Ｐ)
合計：８Ｐ
８Ｐ／８Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（１）牛トレーサ ビリ
ティ法に基づく委任事務
の実施

牛トレーサビリティ法
第 20条及び同法施行令
（平成15年政令第300号）
第５条規定に基づき、牛
個体識別台帳の作成・記
録、公表等に関する農林
水産大臣からの委任事務
を的確に実施する。
〈以下略〉

（１）牛トレーサ ビリ
ティ法に基づく委任事務
の実施

牛トレーサビリティ法
第 20条及び同法施行令
（平成15年政令第300号）
第５条の規定に基づき、
農林水産大臣から委任さ
れた牛個体識別台帳の作
成、記録及び保存、牛個
体識別台帳の記録 の修
正・取消、牛個体識別台
帳に記録された事項の公
表、届出の受理及び個体
識別番号の決定・通知に
関する事務を的確に実施
する。
〈以下略〉

（１）牛トレーサビリ
ティ法に基づく委任事務
の実施
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□牛個体識別台帳の記録、
保存等
2/2(B)
□牛個体識別台帳記録の修
正・取消
2/2(B)
□牛個体識別台帳に記録さ
れた事項の公表
2/2(B)
□牛個体識別台帳に係る届
出の受理、確認等
2/2(B)
□個体識別番号の決定及び
通知
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(細項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

ア 牛個体識別台帳の記
録、保存等

牛の管理者等からの届
出を、牛個体識別台帳に
記載し、保存に関する事
務を的確に実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛トレーサビリティ法に

基づき、牛の管理者等から
の届出を受理し、その届出
内容の誤記入等をチェック
して、約１，０４１万件の
情報を牛個体識別台帳に記
録した。

また、平成２９年度に死
亡又はとさつを記録した約
１２４万頭の牛に係る情報
を磁気ディスクに保存し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ 牛個体識別台帳記録
の修正・取消

法第５条第２項の規定
に基づく申出及び農林水
産大臣からの職権の通知
を受け、記録の修正・取
消に関する事務を的確に
実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛個体識別台帳の正確な

記録を確保するため、牛の
管理者等からの法第５条第
２項の規定に基づく申出
（記録の修正請求）及び農
林水産大臣からの職権通知
を受け、牛個体識別台帳の
記録の修正・取消を行っ
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

ウ 牛個体識別台帳に記
録された事項の公表

法に基づく公表事項に
ついて、記録後速やかに
インターネットを用いて
公表する事務を的確に実
施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛個体識別台帳に記録し

た事項のうち、法第６条に
基づく公表事項について、
記録後速やかにインター
ネットを用いて公表した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

エ 牛個体識別台帳に係
る届出の受理、確認等

法に基づく届出を受理
し、届出内容のチェック
を行い、エラー情報を牛
の管理者等に提供する事
務を的確に実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛の管理者等から約１，

０８１万件の届出を受理
し、その内容の誤記入等の
チェックを行い、牛の管理
者等へのエラー情報（牛個
体識別台帳に記録できな
かった届出に関する情報）
を提供した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

オ 個体識別番号の決定
及び通知

出生又は輸入の届出の
あった牛について、個体
識別番号を決定し、牛の
管理者等に通知する事務
を的確に実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
牛の管理者等からの届出

により牛個体識別台帳に記
録した約１２６万頭の出生
牛又は輸入牛について、自
動システムにより個体識別
番号を決定するとともに、
届出を行った牛の管理者等
に対し、個体識別番号の通
知を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）利用者ニーズ等を
踏まえたシステム の開
発・改修等の実施

牛個体識別システムの
利用者の利便性等を高め
るため、生産者、流通業
者等のニーズ等を 把握
し、計画的に調査やシス
テムの開発・改修等を行
う。また、システムの開
発・改修等に当た って
は、特に情報セキ ュリ
ティ対策を一層強化する
ものとする。
〈以下略〉

（２）利用者ニーズ等を
踏まえたシステム の開
発・改修等の実施

（２）利用者ニーズ等を
踏まえたシステムの開
発・改修等の実施
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□ニーズ調査等の実施
2/2(B)
□開発・改修等の計画的な
実施
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(細項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）

牛個体識別システムの
利用者の利便性等を高め
るため、システム の開
発・改修等について、生
産者、流通業者等のニー
ズ等を踏まえた中長期的
な計画を新たに策定し、
計画的に実施する 。な
お、利便性向上に向けた
ニーズ調査を毎年度、実
施する。また、システム
の開発・改修等に当たっ
ては、情報セキュリティ
対策を一層強化する。
〈以下略〉

ア　ニーズ調査等の実施
生産者、流通業者等に

対し、アンケート調査や
聞き取り調査等を実施す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
生産者等に対しアンケー

ト調査を実施し、結果を取
りまとめ今後のシステム開
発・改修における改善のた
めの資料とした。
また、アンケートの意見を
踏まえ検索サービスホーム
ページを改善するととも
に、届出Ｗｅｂシステム利
用者向けマニュアルの改訂
等を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ 開発・改修等の計画
的な実施

利用者の利便性等を高
めるため、ニーズ等を踏
まえた中長期的な計画に
基づいて開発・改修等を
行う。なお、実施にあ
たっては、情報セキュリ
ティ対策を一層強化す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
中長期的な計画に基づ

き、｢新台帳データベースへ
の届出情報取込開発｣等を実
施した。
また、情報セキュリティ対
策の強化として、最新版の
プログラム言語を用いて開
発した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（３）家畜伝染性疾病の
発生等に伴う緊急検索へ
の対応

家畜伝染性疾病の発生
時等において、農林水産
省から牛個体識別台帳に
記録・保存されている情
報に関する緊急検索等の
依頼を受けた場合、速や
かな実施に努め、国内で
の家畜防疫のための措置
等の適切な実施を支援す
る。

（３）家畜伝染性疾病の
発生等に伴う緊急検索へ
の対応

国内における口蹄疫等
の家畜伝染性疾病の発生
時等において、農林水産
省からの緊急検索等の依
頼を受けてから、牛個体
識別台帳に記録・保存さ
れた膨大なデータから必
要な情報を抽出し、速や
かに農林水産省へ提供す
るため、検索要員の確保
や机上演習を行うことで
緊急検索体制を維持し、
国内での家畜防疫のため
の措置等の適切な実施を
支援する。

（３）家畜伝染性疾病の
発生等に伴う緊急検索へ
の対応

国内における口蹄疫等
の家畜伝染性疾病の発生
時等において、農林水産
省からの緊急検索依頼に
対し速やかに必要な情報
の抽出、提供を行うた
め、検索要員の確保や机
上演習を行い緊急検索体
制を維持する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
国内における口蹄疫等の

家畜伝染性疾病の発生時等
において、農林水産省から
の緊急検索の依頼に速やか
に対応するため、ＢＳＥ緊
急検索プログラム操作の演
習や口蹄疫発生に係る机上
演習を実施することによ
り、緊急検索体制を維持し
た。
なお、東日本大震災に伴う
東京電力福島第一原子力発
電所事故への対応の一環と
して、農林水産省からの検
索依頼を受け、原発周辺市
町村の繋養牛情報を報告し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（４）牛個体識別に関す
るデータの活用推進

家畜個体識別事業を推
進するとともに、各種制
度や行政施策の適正な執
行、畜産経営の高度化、
畜産物の適正な流通等に
資するため、牛個体識別
台帳に蓄積されたデータ
の一層の有効活用に向け
た取組を行う。

（４）牛個体識別に関す
るデータの活用推進

家畜個体識別事業を推
進するとともに、牛個体
識別台帳に蓄積さ れた
データの一層の有効活用
を推進するため、国、生
産者団体、流通業者等を
交えた検討会を毎年度、
開催する。

（４）牛個体識別に関す
るデータの活用推進

家畜個体識別事業を推
進するとともに、利用者
の要望に応じたデータ提
供を行うこととし、デー
タの一層の有効活用に向
けた検討会を開催する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
家畜個体識別事業を推進

するとともに、牛個体識別
台帳に蓄積されたデータの
有効活用を図るため、利用
者の要望に応じたデータ提
供を４０２件行った。ま
た、データの一層の有効活
用を図るため、全国版畜産
クラウドシステムの構築に
向けた検討会を開催した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

８ その他センターの人
材・資源を活用した外部
支援

国内における食料の安
定供給の確保等を図るた
めには、畜産の振興とそ
のための生産基盤の強化
が重要である。こ のた
め、国内の関係機関等が
連携し、全国的な視点等
からの家畜改良、飼養管
理の改善等を通じて畜産
の振興及び生産基盤の強
化に取り組むことが必要
である。特に、国内にお
いて家畜伝染性疾病や自
然災害が発生した場合、
被害のあった地域等の畜
産の復旧・復興に取り組
むことが重要である。こ
のため、センターは、こ
れら災害が発生した場合
等において、農林 水産
省、都道府県等からの要
請等に応じて、保有する
技術・人材等を活用し、
通常業務に支障が生じな
い範囲で積極的に支援・
協力を行うものとする。

８ その他センターの人
材・資源を活用した外部
支援

国内において家畜伝染
性疾病や自然災害が発生
した場合、被害のあった
地域等の畜産の復旧・復
興に取り組むことが重要
であることから、これら
災害が発生した場合等に
おいて、農林水産省、都
道府県等からの要請等に
応じて、保有する技術・
人材等を活用し、通常業
務に支障が生じない範囲
で積極的に支援・協力を
行う。

このため、次の取組を
行う。

８ その他センターの人
材・資源を活用した外部
支援
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇緊急時における支援
2/2(B)
◇災害時からの復興の支援
2/2(B)
◇作業の受託等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(小項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１．０
（１０／１０）

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（１）緊急時における支
援
　国内において、高病原
性鳥インフルエンザ等家
畜伝染性疾病や自然災害
が発生し、農林水産省又
は都道府県から防疫対応
作業等への人員派遣要請
があった場合には積極的
に支援を行う。

（１）緊急時における支
援
　国内において、高病原
性鳥インフルエンザ等家
畜伝染性疾病や自然災害
が発生し、農林水産省又
は都道府県から防疫対応
作業等への人員派遣要請
があった場合には、積極
的に支援を行う。

（１）緊急時における支
援
　国内において、高病原
性鳥インフルエンザ等家
畜伝染性疾病や自然災害
が発生し、農林水産省又
は都道府県から防疫対応
作業等への人員派遣要請
があった場合には、通常
業務に支障が生じない範
囲で積極的に支援を行
う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　香川県における高病原性
鳥インフルエンザ発生の
際、農林水産省からの防疫
対応作業への緊急要請を受
け、重機の取扱いに熟練し
た者を含む延べ１３名を派
遣した。
また、これらの支援に備
え、各牧場等から速やかな
職員の派遣が可能となるよ
う連絡体制を整備しておく
とともに、各牧場等連絡担
当者の個人携帯電話への
メール送受信を行い緊急連
絡体制の確認を行った。
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業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

（３）作業の受託等
都道府県、大学、民間

等から、種畜の管理に係
る作業や育種資源 の保
存、調査、検査等につい
て、その計画的な実施に
ついて協力依頼があり、
全国的な視点等からの家
畜改良、飼養管理の改善
等に資する場合には、セ
ンターにおける防疫措置
等を考慮した上で、積極
的に協力すること とす
る。

（３）作業の受託等
都道府県、大学、民間

等から、種畜の管理に係
る作業や育種資源 の保
存、調査、検査等につい
て、その計画的な実施に
ついて協力依頼があり、
全国的な視点等からの家
畜改良、飼養管理の改善
等に資する場合には、セ
ンターにおける防疫措置
等を考慮した上で、積極
的に協力する。

（３）作業の受託等
都道府県、大学、民間

等から、種畜の管理に係
る作業や育種資源の保
存、調査、検査等につい
て、その計画的な実施に
ついて協力依頼があり、
全国的な視点等からの家
畜改良、飼養管理の改善
等に資する場合には、セ
ンターにおける防疫措置
等を考慮した上で、積極
的に協力する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
都道府県、関係団体、大

学及び民間機関等から協力
依頼のあった全国的な視点
等からの家畜改良、飼養管
理の改善等に資する育種改
良に関する材料提供、調査
の計画的な実施等につい
て、センターにおける防疫
措置等を考慮した上で４９
件に積極的に協力した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）災害等からの復興
の支援
　自然災害や家畜伝染性
疾病により影響を受けた
地域における畜産業の復
興を支援するため、農林
水産省、都道府県等か
ら、種畜や粗飼料等の供
給に関する支援について
要請を受けた場合、積極
的に対応する。

（２）災害等からの復興
の支援
　自然災害や家畜伝染性
疾病により影響を受けた
地域における畜産業の復
興を支援するため、農林
水産省、都道府県等か
ら、種畜や粗飼料等の供
給に関する支援について
要請を受けた場合には、
積極的に対応する。

（２）災害等からの復興
の支援
　自然災害や家畜伝染性
疾病により影響を受けた
地域における畜産業の復
興を支援するため、農林
水産省、都道府県等か
ら、種畜や粗飼料等の供
給に関する支援について
要請を受けた場合には、
通常業務に支障が生じな
い範囲で積極的に対応す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　福岡県における九州北部
豪雨災害発生の際、福岡県
からの要請を受け、緊急的
に確保が困難な粗飼料を２
５トン提供するとともに、
畜産経営支援協議会が整備
する家畜疾病・自然災害緊
急対策用の資材を本所及び
各場にて備蓄するなど、積
極的に対応した。
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業務実績 自己評価
第４ 業務運営の効率化
に関する事項
〈以下略〉

第３ 業務運営の効率化
に関する目標を達成する
ためとるべき措置
〈以下略〉

第２　業務運営の効率化

　〈以下略〉

指標＝「中項目の項目数
×２」(満点)に対する「各
中項目の点数の合計値」
（合計点）の比率

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、Ａ評価：
３点、Ｂ評価：２点、Ｃ
評価：１点、Ｄ評価：０
点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
○一般管理費等の削減
2/2(B)
○調達の合理化
2/2(B)
○業務運営の改善
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(中項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

１ 業務の効率化と経費
の節減
（１）一般管理費等の削
減

運営費交付金で行う事
業について、業務の見直
し及び効率化を進め、一
般管理費（人件費を除
く。）については毎年度
平均で少なくとも対前年
度比３％の抑制、業務経
費については毎年度、平
均で少なくとも対前年度
比１％抑制することを目
標とする。

１　一般管理費等の削減
運営費交付金で行う事

業について、業務の見直
し及び効率化を進め、消
費税率引き上げに伴う増
加分を除き、一般管理費
（人件費を除く。）につ
いては、毎年度平均で対
前年度比３％以上の抑
制、業務経費について
は、毎年度平均で対前年
度比１％以上の抑制を図
る。

１　一般管理費等の削減
運営費交付金で行う事

業について、業務の見直
し及び効率化を進め、一
般管理費（人件費を除
く。）については、毎年
度平均で対前年度比３％
以上の抑制、業務経費に
ついては、毎年度平均で
対前年度比１％以上の抑
制を図る。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
運営費交付金で行う業務

のうち一般管理費（人件費
を除く。）については、対
前年度比３．０％以上抑制
するとともに、業務経費に
ついても対前年度比１．
０％以上抑制するなど、計
画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）調達の合理化
　「独立行政法人におけ
る調達等合理化の取組の
推進について」（平成27
年５月25日総務大臣決
定）等を踏まえ、公正か
つ透明な調達手続によ
る、適切で迅速かつ効果
的な調達を実現する観点
から、毎年度、策定する
「調達等合理化計画」の
中で、定量的な目標や具
体的な指標を設定し、取
組を着実に実施する。
　また、随意契約につい
ては「独立行政法人の随
意契約に係る事務につい
て」（平成26年10月１日

付け総管査第284号総務省
行政管理局長通知）に基
づき明確化した、随意契
約によることができる事
由により、公正性・透明
性を確保しつつ合理的な
調達を実施する。

２　調達の合理化
　「独立行政法人におけ
る調達等合理化の取組の
推進について」（平成27
年５月25日総務大臣決
定）等を踏まえ、公正か
つ透明な調達手続きによ
る、適切で迅速かつ効果
的な調達を実現する観点
から、毎年度策定する
「調達等合理化計画」の
中で、定量的な目標や具
体的な指標を設定し、取
組を着実に実施するとと
もに、同計画において定
めた重点的に取り組む分
野、調達に関するガバナ
ンスの徹底等について、
着実に実施する。併せ
て、監事及び外部有識者
によって構成する契約監
視委員会において、競争
性のない随意契約の検証
又は一般競争等について
真に競争性が確保されて
いるかの点検・見直しを
行い、その結果を公表す
るとともに、「調達等合
理化計画」に反映させ、
更なる合理化を推進す
る。
　また、随意契約につい
ては「独立行政法人の随
意契約に係る事務につい
て」（平成26年10月１日

付け総管査第284号総務省
行政管理局長通知）に基
づき明確化した、随意契
約によることができる事
由により、公正性・透明
性を確保しつつ合理的な
調達を実施することと
し、競争性のない随意契
約を行う場合は、契約審
査委員会を開催し、随意
契約によることができる
事由により真に随意契約
であるかどうかの判断を
行い、公正性・透明性を
確保しつつ、合理的な調
達を推進する。

２　調達の合理化
　「独立行政法人におけ
る調達等合理化の取組の
推進について」（平成27
年５月25日総務大臣決
定）等を踏まえ、公正か
つ透明な調達手続きによ
る、適切で迅速かつ効果
的な調達を実現する観点
から、毎年度策定する
「調達等合理化計画」の
中で、定量的な目標や具
体的な指標を設定し、取
組を着実に実施するとと
もに、同計画において定
めた重点的に取り組む分
野、調達に関するガバナ
ンスの徹底等について、
着実に実施する。併せ
て、監事及び外部有識者
によって構成する契約監
視委員会において、競争
性のない随意契約の検証
又は一般競争等について
真に競争性が確保されて
いるかの点検・見直しを
行い、その結果を公表す
るとともに、「調達等合
理化計画」に反映させ、
更なる合理化を推進す
る。
　また、随意契約につい
ては「独立行政法人の随
意契約に係る事務につい
て」（平成26年10月１日
付け総管査第284号総務省
行政管理局長通知）に基
づき明確化した、随意契
約によることができる事
由により、公正性・透明
性を確保しつつ合理的な
調達を実施することと
し、競争性のない随意契
約を行う場合は、契約審
査委員会を開催し、随意
契約によることができる
事由により、真に随意契
約であるかどうかの判断
を行い、公正性・透明性
を確保しつつ、合理的な
調達を推進する。

主な評価指標
法人の業務実績・自己評価

中期目標 中期計画 年度計画

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　調達等合理化計画を策
定・公表し、同計画におい
て定めた重点的に取り組む
分野、調達に関するガバナ
ンスの徹底等について、着
実に実施した。また、年２
回開催する契約監視委員会
において、競争性のない随
意契約の検証又は一般競争
等について真に競争性が確
保されているかの点検・見
直しを行い、その結果を公
表した。
さらに、競争性のない随意
契約を行う場合は、契約審
査委員会を開催し、随意契
約によることができる事由
に該当するか否かの判断を
行い、公正性・透明性を確
保しつつ、合理的な調達を
行うなど、計画どおり実施
した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

（３）業務運営の改善
業務運営の改善を推進

するため、「国の行政の
業務改革に関する取組方
針～行政のＩＣＴ化・
オープン化、行政改革の
徹底に向けて～」（平成
26年７月25日総務大臣決
定）等を踏まえ、情報シ
ステム導入・更新時にお
ける業務改革及び職員間
のコミュニケーションの
活発化等オフィス改革に
よる労働生産性の向上に
取り組む。
〈以下略〉

３　業務運営の改善
業務運営の改善を推進

するため、「国の行政の
業務改革に関する取組方
針～行政のＩＣＴ化・
オープン化、行政改革の
徹底に向けて～」（平成
26年７月25日総務大臣決
定）等を踏まえ、情報シ
ステム導入・更新時にお
ける業務改革及び職員間
のコミュニケーションの
活発化等オフィス改革に
よる労働生産性の向上を
図ることとし、次の取組
を行う。

３　業務運営の改善
　　　　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

◇情報システム導入・更新
時における業務の見直し
2/2(B)
◇ネット会議システムの活
用による業務の効率化
2/2(B)
◇GAP手法等の活用による業
務運営の高度化
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(小項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（１）情報システム導
入・更新時における業務
の見直し

新たに情報システムを
導入する場合及びセン
ターが所有する情報シス
テムの更新を行う場合
は、業務と情報システム
の関係を整理し、整備を
計画的に行うとともに、
手続きの簡素化、業務処
理の迅速化など業務の見
直しを行う。

（１）情報システム導
入・更新時における業務
の見直し

情報システムの導入・
更新を行う場合には、業
務と情報システムの関係
を整理し、整備を計画的
に行うとともに、手続き
の簡素化、業務処理の迅
速化などについて業務の
見直しを行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
センターが保有する情報

システムについて、それぞ
れの情報の管理等の観点を
踏まえて、引き続き各担当
部署において管理すること
とし、手続きの簡素化、業
務処理の迅速化を踏まえた
計画的な情報システムの導
入、更新について検討し、
計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）ネット会議システ
ムの活用による業務の効
率化

ネット会議システム等
を活用し、定期的に及び
案件があるごとに、セン
ター本所、牧場及び支場
間のネット会議等を実施
することにより、業務の
効率化を図る。

（２）ネット会議システ
ムの活用による業務の効
率化

ネット会議システム等
を活用し、定期的に及び
案件があるごとに、セン
ター本所、牧場及び支場
間のネット会議等を実施
する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
定期的な部長会議、本所

と各牧場・支場との業務打
合せの開催に当たり、平成
２８年度から導入したテレ
ビ会議システムの活用を始
めたところ、センター全体
としての双方向の情報共
有、迅速な会議設定や出張
の節減など、センター業務
の効率化に有効であること
が明らかとなり、同システ
ムの活用について広く呼び
かけ、その結果、説明会、
勉強会等を含め一年間で７
４回利用し、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（３）ＧＡＰ手法等の活
用による業務運営の高度
化

業務運営の高度化を図
るためのＧＡＰ手法等の
活用に向け、ＧＡＰに関
する情報収集を行うとと
もに、検討を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
業務運営の高度化を図る

ためのＧＡＰ手法等の活用
に向け、組織的な取組とし
てＧＡＰへの取組に係るイ
ンセンティブ予算を設定し
て各場の取組を推進し、全
場職員を対象とした勉強会
を２回開催するなど、ＧＡ
Ｐに関する情報収集・提供
を行った。また、併せてＧ
ＡＰの取組について検討
し、既に農場ＨＡＣＣＰの
認証を受けていた岩手牧場
において、さらなる農場運
営の改善及びＪＧＡＰ認証
取得に取り組んだ結果、平
成３０年３月に認証を受け
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

第５　財務内容の改善に関
する事項
１　収支の均衡
適切で効率的な業務運営を
行うことにより、収支の均
衡を図る。
２ 業務の効率化
「第４ 業務の効率化に関
する事項」及び１に定める
事項を踏まえた中期計画の
予算を作成し、当該予算に
よる運営を行う。独立行政
法人会計基準の改訂(平成
12年２月16日独立行政法人
会計基準研究会策定、平成
27年１月27日改訂)等によ
り、運営費交付金の会計処
理として、業務達成基準に
よる収益化が原則とされた
ことを踏まえ、収益化単位
の業務ごとに予算と実績を
管理する体制を構築する。
一定の事業等のまとまりご
とに適切にセグメントを設
定し、セグメント情報を開
示する。
〈以下略〉

第４　予算、収支計画及び資
金計画
　〈以下略〉

第３ 予算、収支計画及
び資金計画
　〈以下略〉

指標＝「中項目の項目数
×２」（満点）に対する
「中項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点、
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

○予算
○収支計画
○資金計画
2/2(B)
○収支の均衡
2/2(B)
○業務運営の効率化を反映
した予算の策定と遵守
2/2(B)
○自己収入の確保
2/2(B)
○保有資産の処分
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(中項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１．０
(１０／１０)
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

　１　予算
　２　収支計画
　３　資金計画

 １　予算
 ２　収支計画
 ３　資金計画

＜主な定量的指標＞
Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
一定の事業等のまとまり

を単位とした予算、収支計
画及び資金計画を作成する
ことにより、事務事業と予
算の見積もりとの対応関係
を明確にするとともに、業
務の効率化及び経費の節減
を図りつつ、業務が効率的
に運営できるよう資金の適
切な配分に努め、計画どお
り実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

４　収支の均衡
適切で効率的な業務運

営を行い、業務の進捗と
予算の執行状況を勘案し
つつ業務運営予算の割当
に反映させる、収入の太
宗を占める運営費交付金
については着実に収益化
する、市場価格の影響を
強く受け著しい変動が見
込まれる自己収入につい
てはこれを優先的に活用
して収入予算の欠損リス
クの防止に努めるなどに
より収支の均衡を図る。

４　収支の均衡
適切で効率的な業務運

営を行い、業務の進捗と
予算の執行状況を勘案し
つつ業務運営予算を適切
な割当に反映させる、収
入の太宗を占める運営費
交付金については着実に
収益化する、市場価格の
影響を強く受け著しい変
動が見込まれる自己収入
についてはこれを優先的
に活用して収入予算の欠
損リスクの防止に努める
などにより収支の均衡を
図る。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
自己収入や予算執行の状

況を定期的に把握し、自己
収入見積額と実績額との乖
離から生じる欠損を防止し
た。また、自己収入の状況
を反映した予算の配分や執
行を実施することにより、
収支の均衡を確保した。な
お、運営費交付金の収益化
を適切な金額とするため、
退職時期の変更等から翌年
度以降に執行が見込まれる
運営費交付金債務を繰り越
す決定を第３四半期末等に
実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

５ 業務運営の効率化を
反映した予算の策定と遵
守

「第３ 業務運営の効
率化に関する目標を達成
するためとるべき措置」
及び４に定める事項を踏
まえ、運営費交付金で行
う事業の効率化と収支の
均衡を勘案した中期計画
の予算を作成し、当該予
算による運営を行う。

独立行政法人会計基準
の改訂(平成12年２月16日
独立行政法人会計基準研
究会策定、平成27年１月
27日改訂)等により、運営
費交付金の会計処理とし
て、業務達成基準による
収益化が原則とされたこ
とを踏まえ、業務達成基
準における収益化単位の
業務を適切に設定すると
ともに、これらの業務ご
とに予算と実績を管理す
る体制を構築する。

一定の事業等のまとま
りごとに適切にセグメン
トを設定し、セグメント
情報を開示する。

５ 業務運営の効率化を
反映した予算の策定と遵
守

独立行政法人会計基準
の改訂(平成12年２月16日
独立行政法人会計基準研
究会策定、平成27年１月
27日改訂)等により、運営
費交付金の会計処理とし
て、業務達成基準による
収益化が原則とされたこ
とを踏まえ、業務達成基
準における収益化単位の
業務を適切に設定すると
ともに、これらの業務ご
とに予算と実績を管理す
る体制を構築する。

一定の事業等のまとま
りとして適切に設定した
８のセグメントについ
て、セグメント情報を開
示する。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
業務達成基準による収益

化が原則とされたことを踏
まえ、一定の事業等のまと
まりを畜種や事業内容によ
り細分化した１９の単位に
より予算と実績を管理する
体制とした。また、平成２
８年度の決算結果を分析
し、改善が必要な事項を明
らかにするとともに、その
改善を図るために、財源を
有効に活用する方法及び自
己収入の管理方法の充実に
積極的に取り組んだ。当期
総利益の１００百万円につ
いては、独立行政法人通則
法第４４条第１項の積立金
として整理することとし
た。

なお、一定の事業等のま
とまりとして適切に設定し
た８のセグメント情報につ
いては、８月１日付けでセ
ンターのホームページを用
いて開示した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

６自己収入の確保
〈以下略〉

６　自己収入の確保
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
□自己収入の確保
2/2(B)
□適切な配布価格の設定
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）自己収入の確保
　事務及び事業の実施に
伴い発生する畜産物等の
販売、受託研究等の外部
研究資金の獲得、受益者
負担の適正化等により自
己収入の確保に努める。
特に、「独立行政法人改
革等に関する基本的な方
針」（平成25年12月25日
閣議決定）において、
「法人の増収意欲を増加
させるため、自己収入の
増加が見込まれる場合に
は、運営費交付金の要求
時に、自己収入の増加見
込み額を充てて行う新規
業務の経費を見込んで要
求できるものとし、これ
により、当該経費に充て
る額を運営費交付金の要
求額の算定に当たり減額
しないこととする。」と
されていることを踏ま
え、中期目標の方向に則
して、中期目標に定めら
れた事業を確実に実施す
るとともに、情報セキュ
リティの強化、優秀な人
材の確保等、センターの
体質強化につながるよ
う、適切な対応を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

３　自己収入の確保
　事務及び事業の実施に
伴い発生する畜産物等の
販売、受託研究等の外部
研究資金の獲得、受益者
負担の適正化等により自
己収入の確保に努める。
特に、「独立行政法人改
革等に関する基本的な方
針」において、「法人の
増収意欲を増加させるた
め、自己収入の増加が見
込まれる場合には、運営
費交付金の要求時に、自
己収入の増加見込み額を
充てて行う新規業務の経
費を見込んで要求できる
ものとし、これにより、
当該経費に充てる額を運
営費交付金の要求額の算
定に当たり減額しないこ
ととする。」とされてい
ることを踏まえ、本中期
目標の方向に則して、適
切な対応を行う。
　また、家畜の改良増殖
に係る精液、受精卵等の
配布価格及び飼料作物種
子の配布価格について
は、畜産経営等に及ぼす
影響に留意しつつ、民間
市場価格や生産コストを
考慮した適切な価格とす
る。その際、生産コスト
については、費目別に把
握するよう努めるととも
に、飼料生産等業務の外
部化の推進、当該生産コ
ストと実際の配布価格の
差異分析等を通じて更な
るコスト縮減に努めるも
のとする。

＜主要な業務実績＞
　自己収入については、事
務及び事業の実施に伴い発
生する畜産物等の販売、受
託研究等の外部研究資金の
獲得、受益者負担の適正化
等により、予算との比較で
は３８４百万円の増となっ
たが、畜産物価格等が下降
傾向となったことから、対
前年比では２１７百万円の
減となった。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

（２）適切な配布価格の
設定

家畜の改良増殖に係る
精液、受精卵等の配布価
格及び飼料作物種子の配
布価格については、畜産
経営等に及ぼす影響に留
意しつつ、民間市場価格
や生産コストを考慮した
適切な価格とする。その
際、生産コストについて
は、人件費、資材費、消
耗品費等の費目別に把握
するよう努めるととも
に、「業務の外部化実施
計画」における飼料生産
等業務の外部化の一層の
推進、当該生産コストと
実際の配布価格の差異分
析等を通じて更なるコス
ト縮減に努めるものとす
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
精液、受精卵及び飼料作

物種子の配布価格について
は、畜産経営等に及ぼす影
響に留意し、民間市場価格
や生産コストを考慮した価
格に設定した。また、生産
コストを人件費、資材費、
消耗品費等の費目別に把握
し、当該生産コストと実際
の配布価格の差異分析を行
うとともに、飼料作物種子
の単収・発芽率向上に取り
組むなど、生産コストの縮
減に努めた。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

４　保有資産の処分
保有資産については、

「独立行政法人の保有資
産の不要認定に係る基本
的視点について」（平成
26年９月２日付け総管査
第263号総務省行政管理局
長通知）に基づき、保有
の必要性を不断に見直
し、保有の必要性が認め
られないものについて
は、不要財産として国庫
納付等を行うこととす
る。

７　保有資産の処分
保有資産については、

「独立行政法人の保有資
産の不要認定に係る基本
的視点について」（平成
26年９月２日付け総管査
第263号総務省行政管理局
長通知）に基づき、土
地・建物等の保有資産を
最大限活用するため、毎
年度、保有資産利用状況
を調査して保有の必要性
を不断に見直し、利用度
の著しく低いものについ
ては、有効利用の可能
性、経済合理性等の観点
に沿って将来の利用見込
み、保有の必要性等につ
いて検討を行い、保有の
必要性が認められないも
のについては、不要財産
として国庫納付や除去処
分等を行う。

７　保有資産の処分
保有資産については、

「独立行政法人の保有資
産の不要認定に係る基本
的視点について」（平成
26年９月２日付け総管査
第263号総務省行政管理局
長通知）に基づき、土
地・建物等の保有資産を
最大限活用するため、保
有資産利用状況を調査し
て、保有の必要性を不断
に見直し、利用度の著し
く低いものについては、
有効利用の可能性、経済
合理性等の観点に沿って
将来の利用見込み、保有
の必要性等について検討
を行い、保有の必要性が
認められないものについ
ては、不要財産として国
庫納付や除去処分等を行
う。

また、保有資産の適正
な管理及び有効活用を図
るため、「固定資産の見
える化」の更新を実施す
る。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
保有資産の有効活用を図

るため、各場から保有資産
の利用状況の報告により確
認し、不要財産と判断した
ものは除去処分するなど必
要な措置を講じた。
また、家畜改良センター全
体の償却資産利用状況調査
を実施し、経済合理性等の
観点に沿って将来の利用見
込み、保有の必要性等につ
いて検討した。

なお、保有資産の適正な
管理及び有効活用を図るた
め、写真による「固定資産
の見える化」の更新を行っ
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

第５ 短期借入金の限度
額
　１０億円
＜想定される理由＞
運営費交付金の受け入れ
の遅滞

第４ 短期借入金の限度
額
運営交付金の受入れが遅
滞することを想定して、
短期借入金の限度額とし
て１０億円を計上した。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
短期借入金の借入はなっ

た。

＜評定と根拠＞
　「―」
根拠：
・短期借入金の借入は
なかったため評価は行
わない。

第６ 不要財産等の処分
に関する計画
　なし

第５ 不要財産等の処分
に関する計画
　なし

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　なし

＜評定と根拠＞
　「―」
根拠：
・年度計画がないため
評価は行わない。

第７ 重要な財産の譲渡
等の計画
　なし

第６ 重要な財産の譲渡
等の計画
　なし

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　なし

＜評定と根拠＞
　「―」
根拠：
・年度計画がないため
評価は行わない。

第８　剰余金の使途
剰余金の使途は、業務

運営の効率化及び業務の
質の向上を図るための育
種素材の導入、機械及び
車輌の更新・修理、施設
の改修、草地の整備・更
新及び事務処理ソフトの
導入とする。

第７　剰余金の使途
剰余金の使途は、育種

素材の導入、機械及び車
両の更新・修理、施設の
整備・改修、草地の整
備・更新、情報セキュリ
ティ関連システムの整
備・改修、事務処理ソフ
トの導入等センター基盤
の維持、強化を図るため
に必要な経費とする。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
平成２９年度は剰余金の

使途に充てる積立金はな
かった。

＜評定と根拠＞
　「―」
根拠：
・剰余金の使途に充て
る積立金はなかったた
め評価は行わない。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

第６ その他業務運営に
関する重要事項
　〈以下略〉

第９ その他業務運営に
関する事項
　〈以下略〉

第８ その他業務運営に
関する事項
　〈以下略〉

指標＝「中項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各中項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
○ガバナンスの強化
2/2(B)
○人材の確保・育成
2/2(B)
○情報公開等の推進
2/2(B)
○情報セキリュティ対策の
強化
2/2(B)
○環境対策・安全管理の推
進
2/2(B)
○施設・設備の整備に関す
る計画
2/2(B)
○積立金の処分に関する事
項
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１４Ｐ
(中項目７×２Ｐ)
合計：１４Ｐ
１４Ｐ／１４Ｐ
＝１．０
（１０／１０）

１　ガバナンスの強化
　　〈以下略〉

１　ガバナンスの強化
　〈以下略〉

１　ガバナンスの強化
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
□内部統制システムの充
実・強化
2/2(B)
□コンプライアンスの推進
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）内部統制システム
の充実・強化

理事長のリーダーシッ
プの下で効率的・効果的
な業務運営を推進し、内
部統制システムの更なる
充実・強化を図るため、
次の取組を行う。

（１）内部統制システム
の充実・強化

理事長のリーダーシッ
プの下で効率的・効果的
な業務運営を推進し、内
部統制システムの更なる
充実・強化を図るため、
次の取組を行う。

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□監事監査体制の強化
2/2(B)
□役員会の開催等
2/2(B)
□法令遵守に係る職員教育
等の強化
2/2(B)
□業務の進行管理
2/2(B)
□リスク管理と迅速な対応
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：１０Ｐ
(細項目５×２Ｐ)
合計：１０Ｐ
１０Ｐ／１０Ｐ
＝１.０
（１０／１０）

ア 監事監査の実効性を
担保するため、「監事監
査指針」（平成26年12月
19日独立行政法人、特殊
法人等監事連絡会）を踏
まえ、役員からの独立性
を担保した形での監事の
補助職員（以下「補助職
員」という。）を設置す
る。

ア　監事監査体制の強化
監事監査の実効性を高

め、監事監査業務を円滑
に遂行するため、「監事
監査指針」（平成26年12
月19日独立行政法人、特
殊法人等監事連絡会）を
踏まえ、役員からの独立
性を担保した形での監事
の補助職員（以下「補助
職員」という。）を平成
28年度末までに２名設置
する。

ア　監事監査体制の強化
監事の補助職員を２名

配置した体制を継続す
る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
監事監査の実効性を高

め、監事監査業務を円滑に
遂行するため、監事の補助
職員を２名配置した体制を
継続し、計画どおり実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（１）内部統制システム
の充実・強化
　「独立行政法人の業務
の適正を確保するための
体制等の整備」について
（平成26年11月28日付け
総管査第322号総務省行政
管理局長通知）に基づき
業務方法書に定めた事項
を適正に実行するなど、
内部統制システムの更な
る充実・強化を図る。
　特に、第３中期目標期
間内に生じた調査研究業
務における不適正な経理
処理　事案等の事態を重
く受け止め、物品の適正
な調達、その他のリスク
管理等の対策を徹底し、
不適正事案の根絶に向
け、内部統制の仕組みを
強化する。
　具体的には、理事長の
リーダーシップの下で効
率的・効果的な業務運営
を推進するため、以下の
取組等を通じ内部統制シ
ステムの充実・強化を図
るとともに、十分な情報
共有の下、各役員の担当
業務、権限及び責任を明
確にし、役員による迅速
かつ的確な意志決定を行
う。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

イ 業務運営に関する重
要事項について定期的に
役員会において審議・報
告するなどにより、適切
なガバナンスを確保す
る。また、ネット会議シ
ステム等の効率的な活用
を図ること等により牧
場・支場とのコミュニ
ケーションの改善を図
る。
〈以下略〉

イ　役員会の開催等
業務運営に関する重要

事項について定期的に役
員会を開催して審議・報
告するとともに、必要に
応じて場長会議、業務検
討会等を開催するなどに
より、適切なガバナンス
を確保する。また、ネッ
ト会議システム等を効率
的に活用するなどによ
り、センター本所、牧場
及び支場間のコミュニ
ケーションの改善に取り
組む。
〈以下略〉

イ　役員会の開催等 指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△定期的な役員会の開催
2/2(B)
△場長会議、業務検討会等
の開催
2/2(B)
△ネット会議システムの活
用等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：６Ｐ
(微項目３×２Ｐ)
合計：６Ｐ
６Ｐ／６Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）定期的な役員会の
開催

理事長のリーダーシッ
プの下で効率的・効果的
な業務運営を推進するた
め、業務運営に関する重
要事項について定期的に
役員会を開催して審議・
報告を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
平成２９年度は、６月、

１２月及び２月に役員会を
開催し、事業計画、予算・
決算等の業務運営に関する
重要事項について審議･報告
を行うなど、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）場長会議、業務検
討会等の開催

適切なガバナンスを確
保しつつ効率的・効果的
な業務の推進を図るた
め、必要に応じて場長会
議、業務検討会等を開催
する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
適切なガバナンスを確保

しつつ効率的・効果的な業
務の推進を図るため、場長
会議を開催し、業務の進捗
状況や懸案事項への対応等
について確認を行った。ま
た、中期計画等の達成に向
け、業務検討会を開催し、
外部有識者を交え業務に係
る課題について検討を行っ
た。業務検討会後、出され
た指摘・意見への具体的な
対応策等を整理し、改善に
取り組んだ。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（ウ）ネット会議システ
ムの活用等

ネット会議システムを
活用し、定期的に及び案
件があるごとにセンター
本所、牧場及び支場間の
ネット会議を実施する。
（再掲）

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
定期的な部長会議、本所

と各牧場・支場との業務打
合せの開催に当たり、平成
２８年度から導入したテレ
ビ会議システムの活用を始
めたところ、センター全体
としての双方向の情報共
有、迅速な会議設定や出張
の節減など、センター業務
の効率化に有効であること
が明らかとなり、同システ
ムの活用について広く呼び
かけ、その結果、説明会、
勉強会等を含め一年間で７
４回利用し、計画どおり実
施した。（再掲）

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

ウ 法令遵守に係る職員
教育等を強化するため、e
ラーニングシステムを導
入することにより、効果
的な研修を実施する。

ウ 法令遵守に係る職員教
育等の強化

法令遵守に係る職員教育
等を強化するため、平成28
年度末までに eラーニング
システムを導入し、導入後
は法令遵守に係る職員教育
を毎年度、１回以上実施す
ることにより、効率的・効
果的な研修機会の拡充や、
時宜を得た必要な学習が可
能な体制とするなど、効果
的な研修を実施する。

ウ 法令遵守に係る職員
教育等の強化

eラーニングシステムを
活用した法令遵守に係る
職員教育を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
法令遵守に係る職員教育

を強化するため、自作教材
とイントラネットを活用し
たｅラーニングシステムに
よる研修を、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

エ 行 動 規 範 、 中 期計
画・年度計画事業の着実
な実施に係る方針や内部
統制推進規程等につい
て、内部統制に係る活動
の体系的な実施の観点か
ら、必要に応じ見直しを
行う。
〈以下略〉

エ　業務の進行管理
行動規範、中期計画・

年度計画事業の着実な実
施に係る方針や内部統制
推進規程等について、内
部統制に係る活動の体系
的な実施の観点から、必
要に応じ見直しを行う。

また、四半期毎に業務
の進捗状況を取りまと
め、役員等によるモニタ
リングを実施し、必要に
応じて措置を講じるな
ど、業務の進行管理を行
う。
〈以下略〉

エ　業務の進行管理
　〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△内部統制に関する規程等
の見直し
2/2(B)
△業務進捗状況の四半期毎
の取りまとめ等業務の進行
管理
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）

（ア）内部統制に関する
規程等の見直し

行動規範、中期計画・
年度計画事業の着実な実
施に係る方針や内部統制
推進規程等について、内
部統制に係る活動の体系
的な実施の観点から、必
要に応じ見直しを行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
内部統制に係る活動の体

系的な実施の観点から、組
織規程及び決裁権者を欠く
場合の代決者に関する規程
の一部改正を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）業務進捗状況の四
半期毎の取りまとめ等業
務の進行管理

業務の進捗状況につい
て四半期毎に取りまと
め、役員等によるモニタ
リングを実施し、必要に
応じて措置を講じるな
ど、的確な業務の進行管
理を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
業務の進捗状況について

四半期毎に取りまとめ、役
員等によるモニタリングを
実施し、懸案事項への対応
に係る指示を行い措置を講
じるなど、的確な進行管理
を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

オ リスク管理と迅速な
対応

センターの業務の円滑
な実施を阻害するリスク
を把握・分析・評価し、
リスク対応に関する計画
を策定するとともに、危
機発生時に迅速かつ的確
な対応を図り、業務を円
滑に行うための体制の構
築を図る。
〈以下略〉

オ リスク管理と迅速な
対応
　〈以下略〉

指標＝「微項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各微項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各微項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

△リスク対応に関する計画
の策定等
2/2(B)
△緊急時における連絡網の
整備等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(微項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

（ア）リスク対応に関す
る計画の策定等

本所各部署や各牧場等
からの報告を踏まえ、リ
スク管理対応規程に基づ
き、業務の円滑な実施を
阻害するリスクを把握・
分析・評価し、リスク対
応に関する計画を策定す
る。また、必要に応じ、
同計画の見直しを行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
本所各部署や各牧場等か

らのリスク管理の実施状況
の報告を踏まえ、リスク管
理対応規程に基づき、業務
の円滑な実施を阻害するリ
スクを把握・分析・評価
し、リスク対応に関する計
画について、平成２９年８
月と１２月に一部見直しを
行うとともに、リスク管理
委員会における指摘・意見
を踏まえ、定義を見直し、
「独立行政法人家畜改良セ
ンターリスク管理対応規
程」を３０年１月に一部改
正した。

また、防災業務計画、リ
スク管理対応計画等を踏ま
えつつ、本所における業務
継続計画を３０年３月に策
定した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（イ）緊急時における連
絡網の整備等

危機発生時に迅速かつ
的確な対応を図り、業務
を円滑に行うため、緊急
時における連絡網の整備
を行うなど体制の構築を
図る。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
危機発生時に迅速かつ的

確な対応を図り、業務を円
滑に行うため、緊急時にお
ける連絡網を整備し、更新
を行うなど、計画どおり実
施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）コンプライアンスの推進
〈以下略〉

（２）コンプライアンス
の推進

コンプライアンスの推
進のため、内部統制監視
委員会を半期に１回開催
し、審議結果を踏まえた
指示及び情報等の周知徹
底を行うとともに、意識
向上のための職員調査を
実施する。また、業務運
営の横断的な点検を行う
ため、監事又は監事の補
助職員による内部監査を
２年で一巡出来るよう概
ね６か所実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
調査研究業務における不

適正な経理処理事案の再発
防止のために不正防止計画
を着実に実施するととも
に、コンプライアンスの推
進のため、センターのイン
トラネットを活用したｅ
ラーニングシステムによる
職員教育を行った。また、
内部統制監視委員会を半期
に１回開催し、その審議結
果を踏まえて、取組の指示
及び必要な情報等の周知徹
底を行うとともに、職員調
査を実施し、集計分析結果
から必要な対策を実施する
よう本所各部及び各場に伝
達した。さらに、業務運営
の横断的な点検のため、監
事と監事の補助職員による
監事監査を６か所実施し、
前年度に実施した６か所と
合わせて２年で一巡した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

２　人材の確保・育成
〈以下略〉

２　人材の確保・育成
〈以下略〉

２　人材の確保・育成
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
◇人材の確保・育成
2/2(B)
◇役職員の給与水準等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（２）役職員の給与水準
等

中期目標管理法人であ
ることから、役職員の給
与については、役員の業
績や職員の勤務成績を考
慮するとともに、国家公
務員の給与、民間企業の
役員の報酬、民間企業の
従業員の給与等及び法人
の業務の実績並びに職員
の職務の特性及び雇用形
態その他の事情を考慮し
た支給基準を定め、透明
性の向上や説明責任の一
層の確保のため、給与支
給に当たっての基準、給
与水準（ラスパイレス指
数等）等を公表する。

（２）役職員の給与水準
等

中期目標管理法人であ
ることから、役職員の給
与については、役員の業
績や職員の勤務成績を考
慮するとともに、国家公
務員の給与、民間企業の
役員の報酬、民間企業の
従業員の給与等及び法人
の業務の実績並びに職員
の職務の特性及び雇用形
態その他の事情を考慮し
た支給基準を定め、透明
性の向上や説明責任の一
層の確保のため、給与支
給に当たっての基準、給
与水準（ラスパイレス指
数等）等を公表する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
役職員の給与について

は、役員の業績や職員の勤
務成績を考慮するととも
に、国家公務員・民間企業
の役員・従業員の報酬・給
与等を考慮し給与支給基準
を定めた。また、給与支給
基準及び給与水準（ラスパ
イレス指数等）等を公表し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（１）人材の確保・育成
　人事評価が適切に実施
されるよう評価者研修を
含めて実施体制を整備す
るとともに、人事評価を
通じて職員個々の能力や
実績等を的確に把握し、
適材適所の人事配置や人
材育成を推進することに
より、職員の意欲向上を
図るとともに、能力を最
大限発揮できる環境を整
備する。
　また、業務の円滑な運
営を図るため、農林水産
省や他の独立行政法人等
との人事交流や、業務に
必要な能力、技術水準を
向上させるための研修、
内部資格制度の活用等を
行うことにより必要な人
材の確保・育成を図ると
とともに、「独立行政法
人等における女性の登用
推進について」（平成26
年３月28日付け閣総第175
号及び府共第211号内閣官
房内閣総務官、内閣府男
女共同参画局長通知）を
踏まえ、女性の採用や登
用に向けた取組を推進す
る。

（１）人材の確保・育成
　人事評価が適切に実施
されるよう評価者研修を
含めた実施体制を整備す
るとともに、人事評価を
通じて職員個々の能力や
実績等を的確に把握し、
適材適所の人事配置や人
材育成を実施することに
より、職員の意識向上を
図るとともに、職務能力
を最大限発揮できる環境
整備を実施する。また、
必要に応じて人事評価制
度の有効性を検証し、見
直しを行う。
　組織の活性化や業務の
円滑な運営を図るため、
また業務の高度化・専門
化に対応するため、積極
的に農林水産省や他の独
立行政法人等との人事交
流、業務に必要な能力、
技術水準の維持・向上や
資格を取得するための管
理・事務関係研修、技術
向上研修、安全衛生・施
設管理関係研修等の計画
的な実施、内部資格制度
の活用等を行うことによ
り必要な人材の確保・育
成を図るとともに、「独
立行政法人等における女
性の登用推進について」
(平成26年3月28日付け閣
総第175号及び府共第211
号内閣官房内閣総務官、
内閣府男女共同参画局長
通知）を踏まえ、女性の
採用や登用に向けた取組
を実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
　人事評価が適切に実施さ
れるよう評価者研修を含め
た実施体制を整備し、人事
評価を通じて職員個々の能
力や実績等を的確に把握
し、適材適所の人事配置や
人材育成を実施した。
また、農林水産省や他の独
立行政法人等との人事交
流、業務に必要な能力・技
術水準を向上させるための
研修、内部資格制度の活用
等を行うとともに、女性の
採用や登用に向けた取組を
実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

３　情報公開の推進
〈以下略〉

３　情報公開の推進
公正な法人運営を実施

し、法人に対する国民の
信頼を確保する観点か
ら、独立行政法人等の保
有する情報の公開に関す
る法律（平成13年法律第
140号）等に基づき、適切
に情報公開を行う。ま
た、独立行政法人等の保
有する個人情報の保護に
関する法律（平成15年法
律第59号）や関係規程に
基づき、個人情報を適正
に取り扱う。
〈以下略〉

３　情報公開等の推進
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率 各
小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
◇情報公開の実施
2/2(B)
◇個人情報の取扱い
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）情報公開の実施
法令等により公開を義

務づけられている情報に
ついて、ホームページを
通じて適切に情報公開を
行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
法令等により公開が義務

づけられている情報につい
て、ホームページを通じて
適切に情報公開を行った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）個人情報の取扱い
法令等に基づき、適正

に個人情報を取り扱うと
ともに、外部の研修会に
担当職員を積極的に参加
させる。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
個人情報の取扱いについ

て、新規採用者等への研
修、外部の研修会に担当職
員を参加させるなどの取組
を実施することにより、職
員の個人情報に係る意識の
向上を図り、法令等に基づ
き、適切に個人情報を取り
扱った。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

４ 情報セキュリティ対策の強
化
〈以下略〉

４ 情報セキュリティ対
策の強化

政府機関の情報セキュ
リティ対策のための統一
基準群を踏まえ、関係規
程を整備するとともに、
情報セキュリティ・ポリ
シーを適時適切に見直
し、これに基づき適切に
情報セキュリティ対策を
講じ、情報システムに対
するサイバー攻撃への防
御力、攻撃に対する組織
的対応能力の強化に取り
組む。また、対策の実施
状況を毎年度、把握し、
外部専門家の指摘を踏ま
えつつ、ＰＤＣＡサイク
ルにより情報セキュリ
ティ対策の改善を図る。
〈以下略〉

４ 情報セキュリティ対
策の強化
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各小項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
◇情報セキュリティ対策
2/2(B)
◇情報セキュリティに関す
る教育・訓練
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）

（１）情報セキュリティ
対策

政府関係の情報セキュ
リティ対策のための統一
基準群を踏まえて平成28
年に改正した規程に基づ
き、対処体制、手順書等
の見直しを行うととも
に、対策の実施状況及び
外部専門家の指摘を踏ま
えつつ、ＰＤＣＡサイク
ルによりセキュリティ対
策の見直しを行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
情報セキュリティに係る

対応については、外部専門
家の指摘を踏まえて、必要
な対応や手順を見直すな
ど、計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）情報セキュリティ
に関する教育・訓練

情報システムに対する
サイバー攻撃への防御
力、攻撃に対する組織的
対応能力の強化を図るた
め、新規採用時、研修
会、情報セキュリティ監
査等において、情報セ
キュリティに関する関係
規程等の周知や教育、ま
た、標的型攻撃メールに
対する訓練を行う。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
情報システムに対するサ

イバー攻撃への防御力、攻
撃に対する組織的対応能力
の強化を図るため、本所各
部及び各場の情報セキュリ
ティ責任者を対象とした研
修、事務担当者を対象とし
た研修、新規採用者等を対
象とした研修、全職員を対
象とした標的型攻撃メール
に対する教育を行うなど、
計画どおり実施した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

５ 環境対策・安全管理
の推進
〈以下略〉

５ 環境対策・安全管理
の推進
〈以下略〉

５ 環境対策・安全管理
の推進
　〈以下略〉

指標＝「小項目の項目数
×２」（満点）に対する
「各小項目の点数の合計
値」（合計点）の比率 各
小項目の評価点数の区分
は以下のとおりとする。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計

点＜満点×１２/１０

Ｃ：満点×５/１０≦合計

点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

＜主要な業務実績＞
◇環境対策の推進
2/2(B)
◇安全管理の推進
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(小項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１．０
（１０／１０）
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

（１）環境対策の推進
労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号）等に基
づく化学物質、生物材料
等の適正管理や必要な作
業環境測定を実施するな
どにより、業務活動に伴
う環境への影響に十分な
配慮を行うとともに、環
境負荷低減のためのグ
リーン購入の推進や各事
業所が作成する業務効率
化実施計画に基づいた実
態に即した省エネ対策等
を実施するなど、エネル
ギーの有効利用及びリサ
イクルの促進等に積極的
に取り組む。

（１）環境対策の推進
労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号）等に基
づく化学物質、生物材料
等の適正管理や必要な作
業環境測定を実施するな
どにより、業務活動に伴
う環境への影響に十分な
配慮を行うとともに、エ
ネルギーの使用の合理化
等に関する法律（昭和54
年法律第49号）に基づく
特定事業者として、環境
負荷低減のためのグリー
ン購入の推進や各事業場
が作成する業務効率化実
施計画に基づいた実態に
即した省エネ対策等を実
施するなど、エネルギー
の有効利用及びリサイク
ルの促進等に積極的に取
り組む。

また、環境情報の提供
の促進等による特定事業
者等の環境に配慮した事
業活動の促進に関する法
律（平成 16年法律第77
号）に基づき、環境報告
書を作成し公表する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
法令に基づいた特定化学

物質等の環境測定の実施又
は定期的な職場巡視による
作業環境の点検を実施する
など、業務活動に伴う環境
への影響に十分な配慮をし
た。
また、グリーン購入の推進
の方針を策定・公表し、適
合商品の積極的な購入、電
気使用量等の推移に係る職
員への周知、裏紙使用、リ
サイクル専用棚の設置等、
エネルギーの有効利用、リ
サイクルの促進等に積極的
に取り組んだ。さらに、環
境報告書を作成し公表し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

（２）安全管理の推進
安全衛生面に関わる事

故等を未然に防止するた
めの管理体制を構築する
とともに、災害等による
緊急時の体制や対策の整
備を進める。
〈以下略〉

（２）安全管理の推進
　〈以下略〉

指標＝「細項目の項目数
×２」（満点）に対する
「細項目の点数の合計
値」（合計点）の比率

各細項目の評価点数の
区分は以下のとおりとす
る。

Ｓ評価：４点、 Ａ評
価：３点、Ｂ評価：２
点、Ｃ評価：１点、Ｄ評
価：０点

Ａ：満点×１２/１０≦合
計点
Ｂ：満点×８/１０≦合計
点＜満点×１２/１０
Ｃ：満点×５/１０≦合計
点＜満点×８/１０
Ｄ：合計点≦満点×５／
１０

□安全衛生施策の実施
2/2(B)
□緊急時の体制等
2/2(B)

＜評定と根拠＞
「B」
満点：４Ｐ
(細項目２×２Ｐ)
合計：４Ｐ
４Ｐ／４Ｐ＝１.０
(１０／１０)

ア　安全衛生施策の実施
安全衛生面に関わる事

故等を未然に防止するた
め、年度当初に安全衛生
施策を推進するための年
間計画を策定し、計画に
沿って声かけ安全パト
ロール及び安全衛生教育
を重点に安全衛生施策を
実施する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
平成２９年４月に安全対

策推進本部において、事業
場の長が実施すべき具体的
施策の安全衛生年間計画書
の策定、安全衛生管理体制
の整備、安全衛生教育計画
及び職場の安全衛生と作業
環境の確保について定め、
また、毎月、安全衛生委員
会を開催するなど、安全衛
生面に関わる事故等を未然
に防止する施策を実施し
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

イ　緊急時の体制等
災害等による緊急時の

連絡体制を整備するとと
もに、職員に周知する。

Ｓ：計画を大きく上回
り、かつ顕著な成果が得
られた。
Ａ：計画を上回る成果が
得られた。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず当該業務の廃止を含め
た抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
災害等による緊急時の連

絡網について人事異動等に
伴う修正を適宜行い、職員
に周知した。また、自然災
害発生により職員等の安否
確認、建物被害状況把握等
が必要な場合は、被害状況
を取りまとめ役員に報告す
るなど、適切に対応した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

６ 施設及び設備に関する事
項

６ 施設・設備の整備に
関する計画

第４期中期目標の達成
及び安全かつ効率的な業
務実施を確保するため、
業務実施上の必要性及び
既存施設・設備の老朽化
等を勘案して、施設･設備
を計画的に整備･改修す
る。

６ 施設・設備の整備に
関する計画

第４期中期計画の達成
及び安全かつ効率的な業
務実施を確保するため、
業務実施上の必要性及び
既存施設・設備の老朽化
等を勘案して、施設･設備
を計画的に整備･改修す
る。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
宮崎牧場において直接検

定豚舎の新設工事を行っ
た。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。
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業務実績 自己評価
主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
中期目標 中期計画 年度計画

７ 前期中期目標期間繰
越積立金は、前期中期目
標期間中に自己収入財源
で取得し、当期中期目標
期間へ繰り越した有形固
定資産の原価償却に要す
る費用等に充当する。

７ 前期中期目標期間繰
越積立金は、前期中期目
標期間中に自己収入財源
で取得し、当期中期目標
期間へ繰り越した有形固
定資産の減価償却に要す
る費用等に充当する。

Ａ：難易度が高い計画で
あったが順調に実施し
た。
Ｂ：計画どおり順調に実
施された。
Ｃ：計画どおり実施され
ず改善を要する。
Ｄ：計画どおり実施され
ず抜本的な改善が必要と
認められる。

＜主要な業務実績＞
前中期目標期間繰越積立

金は、平成２９年度に費用
化されたものに充当した。

＜評定と根拠＞
「B」
根拠：
・計画どおり実施し
た。

〈参考情報：目的積立金等の状況〉

（単位：百万円、％）

平成28年度
（初年度）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
（最終年度）

40 31

- -

積立金 - 144

うち経営努力認定相当額

- -

358 704

当期の運営費交付金交付額(ａ) 7,394 7,338

うち年度末残高(ｂ) 358 704

4.8% 9.6%当期運営費交付金残存率(ｂ÷ａ)

前期中(長)期目標期間繰越積立金

目的積立金

その他の積立金等

運営費交付金債務
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